
ア
メ
リ
カ
の
医
療
法
人
｜
｜
病
院
・
医
師
・
公
益
性
｜
｜

溜

箭

将

之

一

実
例
と
し
て

C
a
th
o
lic H

ea
lth
ca
re W

est
二

日
本
の
常
識
⑴

病
院
の
経
営
は
医
師
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る

三

日
本
の
常
識
⑵

公
益
に
資
す
る
病
院
は
非
営
利
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

四

日
本
の
常
識
⑶

病
院
に
よ
る
医
療
の
質
・
経
営
の
安
定
を
見
張
る
の
は
医
療
の
プ
ロ
で
あ
る

五

近
年
の
展
開
⑴

公
益
法
人
か
ら
営
利
法
人
へ
の
転
換

六

近
年
の
展
開
⑵

病
院
と
医
療
の
統
合

七

近
年
の
展
開
⑶

医
療
費
高
騰
と
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア

八

終

わ

り

に

病
院
と
医
師
の
あ
り
方
、
医
療
従
事
者
に
期
待
さ
れ
る
公
益
性
と
い
っ
た
問
題
は
、
今
日
の
日
本
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
大
き
な
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
本
で
な
じ
ん
で
き
た
論
理
を
、
ア
メ
リ
カ
の
状
況
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
改
め
て
捉
え
直

す
試
み
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
医
療
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
は
、
歴
史
的
に
も
制
度
的
に
も
、
日
本
と
は
異
な
る
前
提
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
ア

改丁

43



メ
リ
カ
の
モ
デ
ル
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
持
ち
込
む
こ
と
は
、
当
然
な
が
ら
非
現
実
的
だ
し
、
賢
明
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
の

状
況
を
日
本
と
の
違
い
を
も
考
慮
し
つ
つ
慎
重
に
観
察
す
れ
ば
、
よ
り
明
晰
な
分
析
の
道
具
が
手
に
入
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ

れ
が
日
本
で
の
議
論
で
無
意
識
に
前
提
と
し
て
い
る
固
定
観
念
を
見
直
し
、
ま
た
新
た
な
制
度
の
構
築
に
あ
た
っ
て
よ
り
豊
か
な
議
論

枠
組
み
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
あ
る
病
院
を
具
体
例
と
し
て
概
観
（
一
）
し
た
上
で
、
日
本
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

「
常
識
」
を
三
つ
取
り
上
げ
る
。
そ
の
「
常
識
」
と
は
、
第
一
が
、
病
院
と
は
医
師
が
経
営
す
る
も
の
だ
と
い
う
も
の
（
二
）、
第
二

が
、
病
院
と
は
公
益
を
体
現
す
る
も
の
で
、
特
別
な
法
人
形
態
に
よ
り
営
利
と
一
線
を
画
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
（
三
）、
第
三

が
、
医
療
の
質
や
病
院
の
経
営
を
見
張
る
の
は
医
師
や
監
督
官
庁
な
ど
の
医
療
の
専
門
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
（
四
）

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
ア
メ
リ
カ
の
現
実
や
理
論
状
況
は
、
こ
う
い
っ
た
「
常
識
」
が
決
し
て
論
理
的
必
然
で
は
な
い
こ
と
を
示

す
だ
ろ
う
。

後
半
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
近
年
の
展
開
を
追
う
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
医
療
は
、
医
療
費
の
高
騰
、
市
場
で

の
競
争
の
激
化
、
保
険
会
社
の
役
割
の
増
大
、
と
い
っ
た
激
し
い
変
化
に
見
舞
わ
れ
た
。
こ
う
い
っ
た
変
動
の
中
で
、
前
半
で
見
た
ア

メ
リ
カ
の
医
療
の
枠
組
み
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
。
こ
う
い
っ
た
問
い
に
、
公
益
法
人
で
あ
る
病

院
に
よ
る
営
利
法
人
へ
の
転
換
（
五
）、
病
院
同
士
や
病
院
と
医
師
と
の
間
の
経
営
統
合
（
六
）、
医
療
の
市
場
に
お
け
る
保
険
会
社
の

役
割
の
拡
大
（
七
）、
と
い
う
三
つ
の
局
面
か
ら
取
り
組
む
。

一

実
例
と
し
て

C
a
th
o
lic H

ea
lth
ca
re W

est
 

C
a
th
o
lic H

ea
lth
ca
re W

est

（
Ｃ
Ｈ
Ｗ
）
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
本
部
を
も
つ
非
営
利
法
人
で
あ
る
。

前
身
は
一
九
世
紀
に
カ
ト
リ
ッ
ク
系
修
道
女
会
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
七
つ
の
病
院
で
、
こ
れ
ら
が
一
九
八
六
年
に
合
同
し
た
と
こ
ろ
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か
ら
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
出
発
し
た
。
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
ル
タ
ー
派
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
の
病
院
、
世
俗
病
院
、
政
府
系
病
院
を
買
収

し
、
代
表
的
な
大
規
模
非
営
利
病
院
組
織
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
成
長

１
）

し
た
。
現
在
、
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
四
〇
の
病
院
（
救
急
病
院
）
を
抱
え
、

さ
ら
に
多
数
の
外
来
病
院
、
診
療
施
設
、
付
属
施
設
を
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ア
リ
ゾ
ナ
、
ネ
バ
ダ
州
に
展
開
し
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年

の
純
利
益
は
三
億
四
八
〇
〇
万
ド
ル
、
営
業
利
益
は
一
億
八
三
〇
〇
万
ド
ル
に
の

２
）

ぼ
る
。

Ｃ
Ｈ
Ｗ
の
人
的
構
成
を
見
て
み
る
。
ま
ず
、
一
〇
人
い
る
社
員
（co

rp
o
ra
te m

em
b
ers

）
の
顔
ぶ
れ
は
、
全
員
女
性
で
占
め
ら
れ

る
。
彼
女
た
ち
は
全
員
カ
ト
リ
ッ
ク
の
シ
ス
タ
ー
（
修
道
女
）
で
あ
る
。
理
事
会
（b

o
a
rd
 
o
f d

irecto
rs

）
を
構
成
す
る
理
事
一
三
人

の
中
で
も
、
医
師
の
肩
書
き
を
持
つ
の
は
二
人
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
病
院
内
部
出
身
の
理
事
も
一
人
し
か
い
な
い
。
残
り
は
実
業
家

が
五
人
、
女
性
の
シ
ス
タ
ー
四
人
、
弁
護
士
一
人
と
い
う
顔
ぶ
れ
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
折
に
触
れ
て
Ｃ
Ｈ
Ｗ
に
言
及
し
て
具
体
的
に
論
ず
る
こ
と
に
す
る
。

１
）

松
山
幸
弘
・
河
野
圭
子
『
医
療
改
革
と
統
合
ヘ
ル
ス
ケ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』（
二
〇
〇
五
）
五
九

六
〇
頁
。

２
）

C
a
th
o
lic H

ea
lth
ca
re W

est

の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
トh

ttp
: //w

w
w
.ch
w
h
ea
lth
.o
rg

で
は
、
医
療
関
係
の
ほ
か
に
も
経
営
・
財
務
関
係
な
ど
幅
広
い
情
報
が
公
開

さ
れ
て
い
る
。S

ee also
,
Ja
m
es C

.
R
o
b
in
so
n
&
S
a
n
d
ra D

ra
tler,

C
orporate S

tru
ctu
re an

d
 
C
apital S

trategy at C
ath

olic H
ealth

care
 
W
est,

25
(1)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
134

(2006).

二

日
本
の
常
識
⑴

病
院
の
経
営
は
医
師
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る

日
本
の
医
療
法
は
、
医
療
法
人
の
社
員
に
つ
い
て
、
四
四
条
二
項
七
号
で
、
資
格
の
得
喪
に
関
す
る
規
定
を
定
款
又
は
寄
附
行
為
に

定
め
る
べ
き
事
項
と
す
る
ほ
か
に
は
、
特
段
の
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
理
事
に
つ
い
て
は
、
医
療
法
四
七
条
に
お
い
て
、
医
療
法
人

は
そ
の
開
設
す
る
す
べ
て
の
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
管
理
者
を
理
事
に
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
同
法
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一
〇
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
管
理
者
は
臨
床
研
修
等
修
了
医
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
医
療
法
四
六
条
の
三
は
、
医
療
法
人
を
代

表
す
る
理
事
長
は
、
原
則
と
し
て
医
師
ま
た
は
歯
科
医
師
で
あ
る
理
事
の
う
ち
か
ら
選
出
す
る
、
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
定
め
は
、

平
成
一
八
年
の
医
療
法
改
正
で
も
大
き
な
変
更
は
さ
れ
て
い
な
い
。

他
方
、
平
成
一
八
年
改
正
で
新
た
に
設
け
ら
れ
た
財
団
た
る
医
療
法
人
の
評
議
員
会
に
つ
い
て
も
、
医
療
法
四
九
条
の
四
第
一
項

は
、
評
議
員
と
な
る
者
を
寄
附
行
為
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
任
さ
れ
た
者
と
し
つ
つ
、
ま
ず
一
号
で
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤

師
、
看
護
師
そ
の
他
の
医
療
従
事
者
を
挙
げ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
病
院
の
経
営
に
病
院
で
働
く
医
師
が
関
与
す
る
の
は
、
日
本
で
は
自
然
な
考
え
方
だ
と
思
わ
れ
る
。
医
療
法
改
正
に

先
立
っ
て
厚
生
労
働
省
の
医
業
経
営
の
非
営
利
性
等
に
関
す
る
検
討
会
が
示
し
た
「
医
療
法
人
制
度
改
革
の
考
え
方
」
で
も
、
人
の
生

命
や
健
康
に
関
わ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
以
上
、
医
療
法
人
の
経
営
に
携
わ
る
者
も
医
師
と
し
て
の
資
格
を
持
つ
こ
と
が
望
ま

し
い
と
示
唆
し
て

３
）

い
る
。
し
か
し
、
前
節
で
み
た
Ｃ
Ｈ
Ｗ
の
人
的
構
成
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
病
院
の
経
営
を
そ
こ
で
働
く
医
師
に

委
ね
る
と
い
う
常
識
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
通
用
し
て
い
な
い
。
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
師
と
病
院
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な
背

景
と
法
的
枠
組
み
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

１

医
師
と
病
院
の
関
係

ア
メ
リ
カ
で
は
病
院
と
医
師
は
相
互
に
独
立
し
た
関
係
に
あ
る
。
病
院
は
医
師
の
医
療
行
為
に
対
し
て
支
払
い
を
し
な
い
し
、
逆
に

医
師
も
病
院
で
の
施
設
の
利
用
に
対
し
て
支
払
い
を
し
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
。
ま
た
、
医
師
と
病
院
は
相
互
に
流
動
性
を
持
っ
て
い

る
。
病
院
で
は
複
数
の
医
師
が
医
療
行
為
を
行
う
と
同
時
に
、
医
師
は
複
数
の
病
院
で
医
療
行
為
を
行
う
の
が
、
ア
メ
リ
カ
の
典
型
的

な
病
院
と
医
師
と
の
関
係
で

４
）

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
能
力
の
低
い
医
師
は
高
度
の
病
院
で
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
質
の
低

い
病
院
は
医
師
か
ら
患
者
を
送
っ
て
も
ら
え
な
い
。
こ
う
し
て
、
医
師
と
病
院
は
そ
れ
ぞ
れ
常
に
競
争
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
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病
院
と
医
師
と
の
相
互
に
独
立
し
た
関
係
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
病
院
に
か
か
っ
た
患
者
は
、
病
院
と
医

師
か
ら
別
個
に
請
求
書
を
受
け
取
る
。
こ
れ
に
対
応
し
、
有
力
な
民
間
の
医
療
保
険
で
も
、B

lu
e C

ro
ss

が
病
院
か
ら
の
請
求
に
関

す
る
保
険
な
の
に
対
し
、B

lu
e S

h
ield

は
医
師
か
ら
の
請
求
に
関
す
る
保
険
で
あ
る
。
高
齢
者
の
医
療
費
に
関
す
る
公
的
保
険
メ
デ

ィ
ケ
ア
で
も
、P

a
rt A

が
病
院
な
ど
の
施
設
費
用
を
、P

a
rt B

は
医
師
の
診
療
報
酬
を
そ
れ
ぞ
れ
カ
バ
ー
す
る
。

さ
ら
に
医
療
関
係
団
体
も
、
医
師
が
加
入
す
る
全
米
医
師
会
（A
m
erica

n M
ed
ica
l A

sso
cia
tio
n
:
A
M
A

）
と
、
病
院
が
加
盟
す
る

全
米
病
院
協
会
（A

m
erica

n H
o
sp
ita
l A
sso

cia
tio
n
:A
H
A

）
と
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
組
織
は
、
政
治
的
に
有
力
な
圧
力
団
体
で

も
あ
る
が
、
そ
の
政
治
的
主
張
も
互
い
に
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
全
米
医
師
会
は
一
貫
し
て
医
療
関
係
へ
の
政
府
（
特
に
連
邦
政
府
）

の
関
与
に
反
対
し
、
長
年
に
わ
た
り
共
和
党
を
支
持
し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
全
米
病
院
協
会
は
、
全
米
医
師
会
と
利
害
を
共
有
す
る

こ
と
が
多
い
も
の
の
、
連
邦
政
府
の
施
策
に
よ
っ
て
収
入
が
安
定
す
る
場
合
や
、
政
府
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
を
委
譲
さ
れ
る
場
合
な

ど
に
は
、
大
き
な
政
府
に
親
和
的
な
側
面
も
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
全
米
病
院
協
会
が
リ
ベ
ラ
ル
派
の
民
主
党
の
支
持
に
回
る
場
面

も
、
過
去
に
な
い
わ
け
で
は

５
）

な
い
。

病
院
と
医
師
と
の
関
係
は
、
医
療
機
関
の
質
を
評
価
す
る
有
力
な
機
関
で
あ
る
医
療
機
関
認
定
合
同
委
員
会
（Jo

in
t
 
C
o
m
m
issio

n
 

o
n A

ccred
ita
tio
n o

f H
ea
lth
ca
re O

rg
a
n
iza
tio
n
s:
JC
A
H
O

）
の
性
格
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
は
、
全
米
外
科
学
会

（A
m
erica

n
 
C
o
lleg

e o
f S

u
rg
eo
n
s

）
が
一
九
一
八
年
に
病
院
の
質
に
関
す
る
調
査
を
開
始
し
た
こ
と
に
起
源
を
も
つ
。
こ
と
の
き
っ

か
け
は
、
外
科
医
が
自
ら
医
療
行
為
を
行
う
場
で
あ
る
病
院
の
質
の
向
上
を
目
指
す
動
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
、
こ
の
医

師
の
活
動
に
病
院
側
が
加
わ
る
形
で
組
織
改
変
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
米
医
師
会
と
全
米
病
院
協
会
な
ど
が
「
合
同
」
す
る
形

で
、
病
院
認
定
合
同
委
員
会
（Jo

in
t C

o
m
m
issio

n o
n A

ccred
ita
tio
n o

f H
o
sp
ita
ls

）
が
成
立

６
）

し
た
。
こ
の
委
員
会
は
、
一
九
八
七

年
に
現
在
の
名
称
と
な
る
が
、
具
体
的
活
動
に
つ
い
て
は
、
四
２
で
ま
た
触
れ
る
。
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２

医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款

こ
の
病
院
と
医
師
と
の
関
係
を
と
り
も
つ
の
が
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
（m

ed
ica
l sta

ff b
y
la
w

）
と
呼
ば
れ
る
、
ア
メ
リ
カ
と
カ

ナ
ダ
に
特
有
の
制
度
で

７
）

あ
る
。
こ
れ
は
、
病
院
と
そ
の
病
院
で
医
療
行
為
を
行
う
医
師
（
医
療
ス
タ
ッ
フm

ed
ica
l sta

ff

）
と
の
組
織

に
関
し
て
規
定
し
た
定
款
で
、
病
院
の
法
人
に
関
す
る
定
款
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。

医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
の
も
と
で
の
病
院
｜
医
師
関
係
は
、
雇
用
と
も
契
約
と
も
異
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
雇
用
制
度
に
お
い
て
は
、
雇

用
主
は
原
則
と
し
て
正
当
事
由
が
な
く
と
も
自
由
に
従
業
員
を
解
雇
で
き
る
と
さ
れ
る
が
、
病
院
は
い
っ
た
ん
医
師
に
病
院
で
治
療
す

る
権
利
を
与
え
る
と
、
も
は
や
一
方
的
に
こ
の
権
利
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
般
的
な
契
約
関
係
に
お
い
て
は
、
両
当
事

者
が
自
由
に
契
約
内
容
を
決
め
ら
れ
る
が
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
の
も
と
で
は
、
病
院
も
医
師
も
個
別
の
交
渉
に
よ
っ
て
定
款
の
内
容

を
改
変
で
き
な
い
。
定
款
（b

y
la
w

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
は
組
織
に
関
す
る
定
め
で
あ
っ

て
、
変
更
に
は
医
療
ス
タ
ッ
フ
会
合
で
の
決
議
な
ど
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
所
定
の
改
正
手
続
を
踏
む
必
要
が

８
）

あ
る
。

典
型
的
な
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
に
は
、
病
院
の
組
織
構
成
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
登
録
と
治
療
や
施
設
使
用
許
可
に
関
す
る
資
格
審
査

の
評
価
基
準
と
承
認
手
順
、
各
ス
タ
ッ
フ
の
責
務
、
権
利
剥
奪
要
件
な
ど
が
記
載
さ
れ
て

９
）

い
る
。

医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
の
も
と
で
は
、
各
医
療
ス
タ
ッ
フ
は
一
定
の
権
利
（sta

ff p
riv
ileg

e

）
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
典
型
的
に
は

二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
診
療
上
の
権
利
（clin

ica
l p
riv
ileg

e

）
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
医
師
は
病
院
の
施
設
を
用
い
て
診
療
す

る
権
利
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
は
、
患
者
受
け
入
れ
の
権
利
（a

d
m
ittin

g p
riv
ileg

e

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
病
院

は
自
ら
患
者
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
患
者
の
受
け
入
れ
や
治
療
に
関
し
、
原
則
と
し
て
病
院
と
医
師
と

の
間
に
金
銭
の
や
り
取
り
は
な
く
、
病
院
と
医
師
は
患
者
に
対
し
て
別
々
に
医
療
費
を
請
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
病
院
と
医
師
は
互

い
に
経
済
的
に
独
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。

医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
に
は
、
医
師
に
こ
れ
ら
の
権
利
を
与
え
る
際
の
資
格
審
査
、
ま
た
権
利
を
定
期
的
に
更
新
す
る
再
評
価
の
手
続
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き
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
こ
の
資
格
審
査
は
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
ピ
ア
レ
ビ
ュ
ー

の
形
で
行
わ
れ
る
。
最
終
的
に
は
病
院
に
よ
る
承
認
を
要
す
る
も
の
の
、
実
質
的
に
は
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
が
決
定
権
限
を
握
る
。
ま

た
、
病
院
は
医
療
ス
タ
ッ
フ
規
則
に
よ
ら
な
い
理
由
で
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
権
利
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
資

格
審
査
で
不
適
格
と
さ
れ
て
初
め
て
、
病
院
は
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
権
利
を
制
限
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
医
師
は
病
院
に
対
し
て
経
済
的
に
も
組
織
的
に
も
強
い
自
律
性
を
維
持
し
て
お
り
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
は
、
こ
れ

に
法
的
裏
打
ち
を
与
え
て
い
る
。
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
は
二
〇
世
紀
初
頭
に
慣
習
と
し
て
徐
々
に
定
着
し
た
が
、
二
〇
世
紀
中
ご
ろ
に

医
療
機
関
認
定
合
同
委
員
会
（
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
）
の
認
定
基
準
に
取
り
込
ま
れ
た
こ
と
で
、
正
式
に
制
度
化
さ
れ
た
。
こ
の
認
定
は
州
や

連
邦
政
府
等
の
免
許
や
認
証
に
関
わ
る
た
め
、
ス
タ
ッ
フ
定
款
に
強
い
拘
束
力
を
与
え
て
い
る
。

互
い
に
自
律
性
を
も
っ
た
病
院
と
医
師
は
、
利
害
が
対
立
し
た
際
に
は
牽
制
し
あ
う
こ
と
に

10
）

な
る
。
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
医
療
市

場
の
競
争
が
激
化
し
た
際
に
、
病
院
は
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
組
織
形
態
へ
の
改
変
を
試
み
た
も
の
の
、
医
師
の
強
硬
な
反
対
に
直
面
し

た
。
そ
れ
で
も
、
医
療
供
給
市
場
の
再
編
の
中
で
医
師
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
も
と
も
と
教
育
機
関
や
政
府
系
病

院
は
、
医
師
を
雇
用
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
以
外
の
病
院
で
も
、
放
射
線
医
、
麻
酔
医
、
病
理
医
、
緊
急
病
棟
医
な
ど
、
と
り
わ

け
病
院
で
の
機
材
を
必
須
と
す
る
分
野
で
は
、
病
院
と
医
師
と
の
契
約
や
雇
用
の
増
加
が
目
立
つ
。

３
）

医
業
経
営
の
非
営
利
性
等
に
関
す
る
検
討
会
「
医
療
法
人
制
度
改
革
の
考
え
方
〜
医
療
提
供
体
制
の
担
い
手
の
中
心
と
な
る
将
来
の
医
療
法
人
の
姿
」（
二
〇
〇
五
）

一
七
頁
。

４
）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
病
院
経
営
者
や
医
師
の
流
動
性
を
具
体
的
に
描
い
た
邦
語
文
献
と
し
て
、
河
野
圭
子
『
病
院
の
内
側
か
ら
見
た
ア
メ
リ
カ
の
医
療
シ
ス
テ
ム
』

（
二
〇
〇
二
）
八
五

一
〇
五
頁
参
照
。

５
）

J
O
N
A
T
H
A
N
 O

B
E
R
L
A
N
D
E
R
,
T
H
E
 P

O
L
IT
IC
A
L
 L

IF
E
 
O
F
 M

E
D
IC
A
R
E ,
112

(2003).

６
）

こ
の
委
員
会
に
は
、
全
米
医
師
会
と
全
米
病
院
協
会
の
ほ
か
に
、
全
米
内
科
学
会
（A

m
erica

n
 
C
o
lleg

e
 
o
f
 
P
h
y
sicia

n
s

）
と
カ
ナ
ダ
医
師
会
（C

a
n
a
d
ia
n

 
M
ed
ica

l A
sso

cia
tio
n

）
が
加
わ
っ
て
い
た
。

７
）

B
A
R
R
Y
 R
.
F
U
R
R
O
W
 
E
T
 
A
L .,
T
H
E
 L

A
W
 
O
F
 H

E
A
L
T
H
 C

A
R
E
 O

R
G
A
N
IZ
A
T
IO
N
 
A
N
D
 F

IN
A
N
C
E
439-58

(5th ed
.
2004);

M
A
R
K
 A
.
H
A
L
L
 
E
T
 
A
L .,
H
E
A
L
T
H
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C
A
R
E
 L

A
W
 
A
N
D
 E

T
H
IC
S
157-64

(1999).

８
）

こ
こ
で
は
、
契
約
と
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
と
を
図
式
的
に
対
比
し
て
説
明
し
た
が
、
個
別
の
法
的
問
題
に
よ
っ
て
は
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
に
契
約
的
側
面
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
る
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
の
法
的
意
味
づ
け
も
州
に
よ
っ
て
異
な
る
。
例
え
ば
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
を
契
約
で
は
な
い
と
し
た

M
a
so
n v

.
C
en
tra

l S
u
ffo
lk H

o
sp
.,
819

N
.E
.
2d

1029
(N
.Y
.
2004)

、
契
約
だ
と
し
たP

a
riser v

.
C
h
ristia

n H
ea
lth C

a
re S

y
s.,
816

F
.
2
d
1248,

1251

(8th
 
C
ir.

1987)

、
さ
ら
に
病
院
は
定
款
に
従
っ
て
行
動
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
そ
れ
は
医
師
の
有
す
る
契
約
上
の
権
利
と
は
独
立
の
も
の
だ
と
し
たB

a
l-

k
isso

o
n v

.
C
a
p
ita
l H

ill H
o
sp
.,
558

A
.
2d

304,
308

(D
.C
.
1989）

が
あ
る
。

９
）

T
O
D
D
 S

A
G
IN
&
J
O
S
E
P
H
 C

O
O
P
E
R
,
G
U
ID
E
 
T
O
 M

E
D
IC
A
L
 S
T
A
F
F
 B

Y
L
A
W
S
(2006).

10
）

S
ee
,
M
a
rk
 
S
ch
lesin

g
er,

C
ou
n
tervailin

g
 
A
gen

cy:
A
 
S
trategy

 
of
 
P
rin

cipled
 
R
egu

lation
 
U
n
d
er
 
M
an
aged

 
C
om
petition

,
75

M
IL
B
A
N
K

 
Q
U
A
R
T
E
R
L
Y
35
(1997).

三

日
本
の
常
識
⑵

公
益
に
資
す
る
病
院
は
非
営
利
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

日
本
の
法
人
形
態
に
よ
る
医
療
の
提
供
は
、
昭
和
二
五
年
以
来
、
非
営
利
法
人
を
模
し
た
「
医
療
法
人
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き

た
。
平
成
一
八
年
の
医
療
法
改
正
を
経
て
も
、
医
療
法
人
は
基
本
的
に
民
間
非
営
利
部
門
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。「
医
療
法
人
制

度
改
革
の
考
え
方
」
は
、
政
府
部
門
や
民
間
営
利
部
門
で
は
対
応
で
き
な
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
中
心
的
な
担
い
手
と
し
て
、
民
間

非
営
利
部
門
で
あ
る
医
療
法
人
に
期
待
す
る
、
と
し
た
上
で
、
さ
ら
に
従
来
以
上
に
積
極
的
な
公
益
性
を
求
め
る
立
場
を
示
し
て

11
）

い
る
。

医
療
の
提
供
に
は
公
共
性
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
医
療
法
人
は
採
算
性
に
追
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
非
営
利
法
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
論
理
に
わ
れ
わ
れ
は
な
じ
ん
で

12
）

き
た
。
し
か
し
、
医
療
と
公
共
性
、
非
営
利
性
と
採
算
性
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。「
医
療
法
人
」
な
る
法
人
形
態
を
も
た
な
い
ア
メ
リ
カ
で
の
議
論
を
素
材
に
、
改
め
て
考
え
直
し
て
み
よ
う
。
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１

病
院
の
形
態

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
病
院
の
設
立
は
各
州
の
法
律
に
よ
る
。
五
〇
あ
る
州
の
い
ず
れ
で
も
、
営
利
法
人fo

r
p
ro
fit co

rp
o
ra
-

tio
n

、
非
営
利
法
人n

o
n
p
ro
fit co

rp
o
ra
tio
n

、
専
門
家
法
人p

ro
fessio

n
a
l co

rp
o
ra
tio
n

、
組
合
・
合
名
会
社p

a
rtn
ersh

ip

、

合
資
会
社lim

ited
 
p
a
rtn
ersh

ip

、
責
任
制
限
法
人lim

ited
 
lia
b
ility

 
co
rp
o
ra
tio
n
/p
a
rtn
ersh

ip

と
、
ど
の
法
人
格
に
よ
っ
て

も
病
院
の
設
立
が
認
め
ら
れ
る
。
病
院
設
立
の
際
は
、
法
的
規
制
の
内
容
、
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
目
標
、
関
係
者
間
で
の
権
限
や
リ
ス
ク
の

配
分
、
税
負
担
の
軽
減
な
ど
、
複
数
の
要
因
を
考
慮
し
て
自
由
に
法
人
格
を
選
ぶ
こ
と
が
で

13
）

き
る
。

こ
の
よ
う
に
非
営
利
法
人
以
外
で
も
病
院
を
設
立
で
き
る
ア
メ
リ
カ
で
も
、
実
際
に
は
多
く
が
非
営
利
法
人
と
し
て
運
営
さ
れ
て

14
）

い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
病
院
は
本
質
的
に
非
営
利
の
慈
善
事
業
だ
と
結
論
を
急
が
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
病
院
の
歴
史

を
振
り
返
っ
て
み
る
。

２

病
院
の
歴
史

一
八
・
一
九
世
紀
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
病
院
は
、
貧
困
者
に
慈
善
医
療
を
施
す
場
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て

15
）

い
た
。
そ
れ
は
二
つ
の

面
か
ら
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
目
が
活
動
の
内
容
で
あ
る
。
当
時
の
病
院
は
医
療
費
を
払
え
な
い
人
の
た
め
の
救
貧
院
的
存

在
だ
っ
た
。
当
時
の
裕
福
な
人
の
間
で
は
、
単
独
営
業
ま
た
は
小
規
模
集
団
営
業
の
医
師
に
よ
る
往
診
を
受
け
る
の
が
一
般
的
だ
っ

た
。
病
院
は
、
往
診
を
受
け
る
経
済
的
余
裕
の
な
い
人
に
対
し
、
無
料
ま
た
は
低
価
格
で
医
療
を
供
給
す
る
存
在
だ
っ
た
。

二
つ
目
の
側
面
は
、
病
院
の
収
入
で
あ
る
。
当
時
の
病
院
は
、
ほ
ぼ
全
面
的
に
慈
善
的
寄
付
に
依
存
し
て
い
た
。
冒
頭
で
み
た
Ｃ
Ｈ

Ｗ
の
前
身
の
病
院
の
よ
う
に
、
宗
教
団
体
が
病
院
を
設
立
し
、
寄
付
に
よ
り
運
営
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
意
味
で
、
一

九
世
紀
ま
で
の
病
院
は
、
慈
善
（ch

a
rity

）
の
受
け
皿
と
し
て
公
益
を
体
現
し
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
二
〇
世
紀
初
頭
、
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
後
、
病
院
は
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
た
。
慈
善
施
設
と
し
て
の
病
院
は
、
設
備
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の
整
っ
た
医
療
施
設
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
要
因
と
し
て
二
つ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
が
、
無
料
な
い
し
低
価
格
で
の
医
療
提
供
の
必
要
性
が
下
が
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
に
入
る
と
、
医
療
保
険
が
徐
々
に

普
及
し
、
ま
た
戦
後
は
連
邦
政
府
に
よ
る
社
会
保
障
政
策
が
進
行
し
、
一
九
六
五
年
に
は
連
邦
政
府
に
よ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
や
メ
デ
ィ
ケ

イ
ド
と
い
っ
た
医
療
費
補
助
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
始
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
、
医
療
を
受
け
る
側
が
医
療
費
を
払
え
な
い
状
況
は
次
第
に
低

下
し
、
こ
れ
に
対
応
し
て
病
院
の
主
要
な
収
入
源
も
、
患
者
の
支
払
う
医
療
費
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。

第
二
の
要
因
が
、
病
院
の
役
割
が
高
度
か
つ
総
合
的
な
医
療
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
医
療
技
術
が
発
達
す
る
に
つ

れ
、
大
掛
か
り
な
施
設
や
複
数
の
専
門
的
な
医
師
の
協
力
を
必
要
と
す
る
医
療
が
増
え
、
こ
れ
が
病
院
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
に
よ
る
医
療
の
供
給
側
へ
の
補
助
金
も
増
大
し
た
。
一
九
四
六
年
のH

ill
B
u
rto
n

16
）

A
ct

に

よ
っ
て
、
連
邦
政
府
は
、
病
院
の
新
た
な
建
設
や
修
復
に
対
し
、
財
政
援
助
を
開
始
し
た
。

二
〇
世
紀
後
半
、
医
療
を
取
り
巻
く
状
況
が
さ
ら
に
変
化
す
る
。
医
療
費
の
高
騰
が
社
会
問
題
化
す
る
中
、
医
療
費
を
支
払
う
主
体

は
個
々
の
患
者
か
ら
保
険
会
社
や
政
府
へ
と
移
行
し
た
。
医
療
費
の
抑
制
を
求
め
る
保
険
会
社
や
政
府
に
対
し
て
医
療
機
関
が
と
っ
た

対
応
に
つ
い
て
は
、
七
で
改
め
て
み
て
ゆ
く
。

３

公
益
団
体
に
対
す
る
課
税
免
除

病
院
の
役
割
が
歴
史
的
に
変
化
す
る
な
か
、
病
院
の
「
公
共
性
」
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
き
た
か
。
以
下
で
は
、
連

邦
所
得
税
法
に
お
け
る
病
院
の
課
税
免
除
要
件
の
解
釈
を
素
材
に
考

17
）

え
る
。

連
邦
政
府
は
、
内
国
歳
入
法
典
に
よ
り
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
非
営
利
の
公
益
団
体
に
対
し
、
所
得
税
の
課
税
免
除
を
認
め
て

い
る
。
内
国
歳
入
法
典
の
も
と
で
免
税
団
体
と
認
め
ら
れ
る
と
、
免
税
団
体
へ
の
慈
善
的
寄
付
へ
の
控
除
、
免
税
団
体
の
発
行
す
る
債

券
に
対
す
る
課
税
免
除
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
ら
れ
る
。
州
に
よ
る
財
産
税
や
所
得
税
の
課
税
免
除
も
、
連
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邦
の
免
除
団
体
の
認
定
に
連
動
す
る
こ
と
が
多
い
。

内
国
歳
入
法
典
五
〇
一
条
⒞
は
、
所
得
税
の
課
税
免
除
を
受
け
ら
れ
る
団
体
を
列
挙
し
て
い
る
。
そ
の
⑶
に
は
、「
宗
教
、
慈
善
、

科
学
、
…
…
ま
た
は
教
育
を
専
ら
の
目
的
と
し
て
組
織
さ
れ
か
つ
運
営
さ
れ
た
…
…
法
人
で
あ
っ
て
、
…
…
そ
の
収
益
の
一
部
た
り
と

も
私
的
な
持
分
保
有
者
や
個
人
の
利
益
と
し
て
供
与
さ
れ
な
い
も
の
…
…
」
が
挙
げ
ら
れ
て

18
）

い
る
。
こ
れ
は
、
①
慈
善
等
を
専
ら
の
目

的
と
し
た
組
織
、
②
慈
善
等
を
専
ら
の
目
的
と
し
た
運
営
、
③
私
的
利
益
供
与
の
禁
止
、
の
三
要
件
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
①

は
定
款
の
設
立
目
的
な
ど
を
審
査
す
れ
ば
よ
く
、
問
題
は
少
な
い
の
で
、
以
下
②
と
③
の
要
件
を
検
討
す
る
。

②
の
慈
善
目
的
で
の
運
営
の
要
件
に
つ
い
て
、
内
国
歳
入
庁
の
態
度
に
は
、
病
院
の
役
割
の
変
化
を
反
映
し
て
、
変
遷
が
見
ら
れ

る
。
一
九
五
六
年
、
内
国
歳
入
庁
の
細
則
（R

ev
en
u
e R

u
lin
g

）
は
、
免
税
を
求
め
る
病
院
に
は
、
経
済
的
に
可
能
な
限
り
で
、
医
療

へ
の
支
払
い
能
力
の
な
い
人
の
た
め
に
運
営
す
る
こ
と
を
求
め
、
支
払
い
が
可
能
で
期
待
で
き
る
人
の
み
を
対
象
と
し
た
運
営
で
は
、

免
税
を
認
め
な
い
と

19
）

し
た
。

し
か
し
内
国
歳
入
庁
は
、
一
九
六
九
年
の
細
則
で
こ
の
立
場
を
変
更
し
、
医
療
費
支
払
い
能
力
を
有
す
る
患
者
の
間
で
差
別
を
せ

ず
、
ま
た
支
払
い
能
力
の
な
い
人
向
け
に
救
急
医
療
を
行
え
ば
、
運
営
の
要
件
を
満
た
す
、
と

20
）

し
た
。
一
九
八
三
年
の
細
則
は
さ
ら
に

こ
の
条
件
を
緩
和
し
、
救
急
医
療
を
必
要
と
し
な
い
病
院
で
は
、
無
料
の
緊
急
医
療
の
提
供
も
条
件
で
は
な
い
と

21
）

し
た
。
こ
の
よ
う

に
、
病
院
が
免
税
を
受
け
る
際
に
、
慈
善
的
要
素
の
も
つ
意
義
は
低
下
し
て
い
る
。
た
だ
し
州
に
よ
っ
て
は
、
州
の
租
税
の
免
除
に
あ

た
っ
て
、
無
償
の
医
療
な
ど
に
よ
る
地
域
へ
の
貢
献
を
求
め
る
立
法
も
な
さ
れ
て

22
）

い
る
。

他
方
、
③
の
私
的
利
益
供
与
の
禁
止
要
件
は
、
②
の
要
件
と
異
な
り
大
き
な
解
釈
の
変
更
は
み
ら
れ
な
い
。
一
九
五
六
年
の
細
則
で

内
国
歳
入
庁
は
、
こ
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
は
、
病
院
施
設
の
利
用
を
特
定
の
医
師
や
外
科
医
に
限
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て

23
）

い
る
。
内
国
歳
入
庁
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
病
院
の
利
用
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
五
〇
一
条
⒞
の
背
後
に
あ
る
公
共
へ
の
奉
仕
（p

u
b
lic

 
serv

ice

）
の
理
念
に
も
反
す
る
。
医
師
・
外
科
医
の
能
力
に
対
す
る
審
査
や
、
病
院
施
設
の
規
模
や
性
格
の
考
慮
は
認
め
ら
れ
る
も
の
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の
、
医
師
や
利
害
関
係
者
が
病
院
の
意
思
決
定
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
事
会
は
、
地
域
社
会
の
利
益
を

代
表
す
る
独
立
の
理
事
で
占
め
ら
れ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。

内
国
歳
入
庁
は
さ
ら
に
、
私
的
利
益
供
与
の
禁
止
要
件
を
実
質
的
に
判
断
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
地
代
の
支
払
い
や
給
与
の

支
払
い
等
に
よ
っ
て
実
質
的
に
利
益
を
分
配
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

24
）

な
い
。
内
国
歳
入
庁
の
具
体
的
判
断
の
傾
向
と
し
て
も
、
近
年
は
こ

の
要
素
を
重
視
す
る
傾
向
が

25
）

強
い
。
ま
た
、
法
人
が
解
散
す
る
場
合
に
は
、
資
産
は
完
全
に
慈
善
事
業
に
寄
付
す
る
こ
と
が
、
納
税
免

除
の
前
提
と

26
）

な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
内
国
歳
入
庁
に
よ
る
病
院
の
免
税
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
慈
善
性
よ
り
も
、
経
営
や
恩
恵
の
分

配
が
地
域
社
会
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
余
剰
の
分
配
の
流
れ
を
実
質
的
に
判
断
す
る
傾
向
が
、
近
年
特
に

強
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
病
院
が
公
益
に
資
す
る
と
認
め
る
に
あ
た
っ
て
、
医
療
行
為
と
病
院
経
営
と
を
分
離
し
、
経
営
に
対
す
る

医
師
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
排
除
を
要
求
す
る
点
も
、
日
本
で
の
公
益
性
の
議
論
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

４

C
a
th
o
lic H

ea
lth
ca
re W

est

の
例

以
上
の
点
を
Ｃ
Ｈ
Ｗ
の
例
で
見
て
み
よ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
社
員
は
一
〇
人
全
員
が
シ
ス
タ
ー
で
あ
り
、
理
事
会
も
多
彩
な

経
歴
を
も
つ
外
部
理
事
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
開
さ
れ
た
財
務
諸
表
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
系
の
病

院
ら
し
く
、
二
二
六
〇
万
ド
ル
余
り
の
寄
付
金
を
集
め
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
も
収
入
六
七
億
三
〇
〇
〇
万
ド
ル
と
比
べ
る
と
、
〇
・

三
％
余
り
を
占
め
る
に
過
ぎ

27
）

な
い
。

Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
他
方
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
病
院
の
使
命
・
理
想
・
価
値
、
地
域
社
会
へ
の
寄
与
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
。
そ
の
一
環
と

し
て
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
げ
ら
れ
た
地
域
貢
献
年
次
報
告
に
は
、
Ｃ
Ｈ
Ｗ
の
活
動
内
容
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
免
税
団
体
の
地
位
を
確

保
す
る
」
と
い
う
項
目
が

28
）

あ
る
。
こ
れ
に
は
、
二
重
の
意
味
合
い
が
あ
る
。
一
つ
は
、
Ｃ
Ｈ
Ｗ
そ
れ
自
体
の
免
税
団
体
の
地
位
を
守
る
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こ
と
で
あ
る
。
連
邦
法
上
は
地
域
社
会
へ
の
貢
献
の
も
つ
重
要
性
が
減
っ
て
い
る
も
の
の
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
で
は
具
体
的
な
貢

献
の
報
告
が
義
務
付
け
ら
れ
て

29
）

い
る
。
も
う
一
つ
の
意
味
は
、
連
邦
で
も
議
会
に
お
い
て
、
病
院
に
対
す
る
公
益
免
税
を
撤
廃
し
よ
う

と
の
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
免
税
立
法
そ
の
も
の
を
防
衛
す
る
必
要
性
さ
え
意
識
し
て
い
る
。
そ
う
せ
ざ
る
を
得

な
い
ほ
ど
、
病
院
の
活
動
に
認
め
ら
れ
る
公
益
性
は
、
そ
の
意
義
を
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

11
）

医
療
法
人
制
度
改
革
の
考
え
方
」
一
二

一
九
頁
。

12
）

た
だ
し
、
二
〇
〇
一
年
六
月
二
六
日
の
閣
議
決
定
で
示
さ
れ
た
「
今
後
の
経
済
財
政
運
営
及
び
経
済
社
会
の
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
」（
い
わ
ゆ
る
骨
太
の

方
針
）
で
は
、
医
療
機
関
経
営
の
近
代
化
・
効
率
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、「
株
式
会
社
方
式
に
よ
る
経
営
な
ど
を
含
め
た
経
営
に
関
す
る
規
制
の
見
直
し
を
検
討
す
る
」

と
さ
れ
て
い
た
。

13
）

F
U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
496-98.

14
）

全
米
五
七
五
六
の
病
院
の
う
ち
、
連
邦
政
府
の
病
院
や
、
精
神
病
院
、
長
期
療
養
病
院
を
の
ぞ
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
病
院
は
四
九
三
六
あ
る
。
う
ち
非
営
利
病
院

が
二
九
五
八
、
州
や
地
方
自
治
体
の
病
院
が
一
一
一
〇
、
営
利
病
院
が
八
六
八
で
あ
る
。A

M
E
R
IC
A
N
 H

O
S
P
IT
A
L
 A

S
S
O
C
IA
T
IO
N
,
A
H
A
 
H
O
S
P
IT
A
L
 S

T
A
T
IS
T
IC
S

(2007
ed
. ).

15
）

病
院
の
歴
史
に
つ
い
て
、P

A
U
L
 S
T
A
R
R
,
T
H
E
 S
O
C
IA
L
 T

R
A
N
S
F
O
R
M
A
T
IO
N
 
O
F
 A

M
E
R
IC
A
N
 M

E
D
IC
IN
E :
T
H
E
 R

IS
E
 
O
F
 
A
 S

O
V
E
R
E
IG
N
 P

R
O
F
E
S
S
IO
N
 
A
N
D
 
T
H
E

 
M

A
K
IN
G
 
O
F
 
A
 V

A
S
T
 I
N
D
U
S
T
R
Y
145-79

(1982).

16
）

42
U
.S
.C
.
291

et sec.

17
）

F
U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
548-602;

H
A
L
L ,
su
pra n

o
te
7,
a
t
251-59.

非
営
利
公
益
団
体
の
税
制
優
遇
と
公
益
性
と
の
関
係
を
理
論
的
に
分
析
し
た
も
の
と

し
て
、
藤
谷
武
史
「
非
営
利
公
益
団
体
課
税
の
機
能
的
分
析
｜
｜
政
策
税
制
の
租
税
法
学
的
考
察
（
四
・
完
）」
国
家
学
会
雑
誌
一
一
八
巻
五
・
六
号
四
八
七
頁
（
二
〇

〇
五
）。

18
）

26
U
.S
.C
.
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⒞
⑶
.
C
o
rp
o
ra
tio
n
s,
a
n
d a

n
y co

m
m
u
n
ity ch

est,
fu
n
d
,
o
r fo

u
n
d
a
tio
n
,
o
rg
a
n
ized a

n
d o

p
era

ted ex
clu

siv
ely fo

r relig
io
u
s,

ch
a
rita

b
le,

scien
tific,

testin
g fo

r p
u
b
lic sa

fety
,
litera

ry
,
o
r ed

u
ca
tio
n
a
l p
u
rp
o
ses,

o
r to fo

ster n
a
tio
n
a
l o
r in

tern
a
tio
n
a
l a
m
a
teu

r sp
o
rts

 
co
m
p
etitio

n
(b
u
t o
n
ly if n

o p
a
rt o

f its a
ctiv

ities in
v
o
lv
e th

e p
ro
v
isio

n o
f a
th
letic fa

cilities o
r eq

u
ip
m
en
t ),

o
r fo

r th
e p
rev

en
tio
n o

f cru
elty

 
to ch

ild
ren o

r a
n
im
a
ls,
n
o p

a
rt o

f th
e n
et ea

rn
in
g
s o
f w

h
ich in

u
res to th

e b
en
efit o

f a
n
y p

riv
a
te sh

a
reh

o
ld
er o

r in
d
iv
id
u
a
l,
n
o su

b
sta

n
tia
l

 
p
a
rt o

f th
e a
ctiv

ities o
f w

h
ich is ca

rry
in
g o

n p
ro
p
a
g
a
n
d
a
,
o
r o
th
erw

ise a
ttem

p
tin
g
,
to in

flu
en
ce leg

isla
tio
n
(ex

cep
t a
s o
th
erw

ise p
ro
v
id
ed

 
in su

b
sectio

n
⒣
),
a
n
d w

h
ich d

o
es n

o
t p
a
rticip

a
te in

,
o
r in

terv
en
e in

(in
clu

d
in
g th

e p
u
b
lish

in
g o

r d
istrib

u
tin
g o

f sta
tem

en
ts ),

a
n
y p

o
litica

l
 

ca
m
p
a
ig
n o

n b
eh
a
lf o

f
(o
r in o

p
p
o
sitio

n to
)
a
n
y ca

n
d
id
a
te fo

r p
u
b
lic o

ffice.

（
下
線
部
が
引
用
の
箇
所
）
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）

R
ev
.
R
u
l.
56-185,

1956-1
C
.B
.
202.

20
）

R
ev
.
R
u
l.
69-545,

1969-2
C
.B
.
117.

こ
の
判
断
は
連
邦
最
高
裁
で
も
支
持
さ
れ
た
。S

im
o
n v

.
E
a
stern K

y
.W

elfa
re R

ig
h
ts O

rg
., 426

U
.S
. 26

(1976).

21
）

R
ev
.
R
u
l.
83-157,

1983-2
C
.B
.
94.

22
）

S
ee
,
C
O
A
L
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N
 
F
O
R
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O
N
P
R
O
F
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T
H
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A
R
E ,
R
E
D
E
F
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G
 T

H
E
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O
M
M
U
N
IT
Y
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E
N
E
F
IT
 S

T
A
N
D
A
R
D
:
S
T
A
T
E
 L

A
W
 A

P
P
R
O
A
C
H
E
S
 
T
O
 E

N
S
U
R
IN
G
 
T
H
E

 
S
O
C
IA
L
 A

C
C
O
U
N
T
A
B
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IT
Y
 
O
F
 N

O
N
P
R
O
F
IT
 H

E
A
L
T
H
 C

A
R
E
 O

R
G
A
N
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A
T
IO
N
S
(1999);

id
.
A
D
D
E
N
D
U
M
 
W
IT
H
 S

T
A
T
E
 S
U
M
M
A
R
IE
S
(2003).

23
）

R
ev
.
R
u
l.
56-185,

1956-1
C
.B
.
202.

24
）

Id
.

さ
ら
に
連
邦
議
会
は
、
一
九
九
六
年
納
税
者
権
利
章
典
法（

T
a
x
p
a
y
er B

ill o
f R

ig
h
ts II,

26
U
.S
.C
.
4958）

に
お
い
て
、
免
税
団
体
が
、「
不
適
切
な
当

事
者
」
に
対
し
「
過
大
な
利
益
」
を
与
え
る
よ
う
な
取
引
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
当
事
者
と
免
税
団
体
の
経
営
者
に
対
し
課
税
す
る
立
法
を
行
っ
た
。
近
年
は
、
こ

の
制
定
法
に
基
づ
く
内
国
歳
入
庁
の
活
動
が
強
ま
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。F

U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
589.

25
）

連
邦
裁
判
所
に
よ
る
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
も
、
病
院
で
の
医
療
行
為
を
少
数
の
医
師
に
限
定
し
た
場
合
に
は
、
利
益
供
与
の
禁
止
に
反
す
る
と
し
て
、
免
税

の
資
格
は
失
わ
れ
る
と
さ
れ
た
。
利
益
供
与
を
認
定
す
る
に
当
た
っ
て
裁
判
所
は
、
病
院
が
市
場
よ
り
も
低
い
価
格
で
オ
フ
ィ
ス
、
医
療
機
器
や
事
務
員
を
提
供
し
た
こ

と
、
経
営
者
の
立
場
に
あ
る
医
師
に
多
額
の
報
酬
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
、
を
指
摘
し
た
。H

a
rd
in
g H

o
sp
ita
l,
In
c.
v
.
U
n
ited

 
S
ta
tes,

505
F
.
2d

1068
(7th

 
C
ir.

1974).

26
）

R
ev
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R
u
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69-545,

1969-2
C
.B
.
117.
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）
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H
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S
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O
b
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G
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u
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A
d
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n
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a
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n
d
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n
d
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Ju
n
e
30,

2006,
2005

a
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a
t
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ttp
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w
w
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w
h
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u
p
s /p

u
b
lic /

＠
x
in
tern

et co
n
 
sy
s /d

o
cu
m
en
ts /w

eb
co
n
ten

t /131805.p
d
f ）

28
）

C
a
th
o
lic H

ea
lth
ca
re W

est,
M
issio

n
 
In
teg
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tio
n
 
A
n
n
u
a
l R

ep
o
rt
2005,

a
t
16

(“D
efen

d
in
g
 
o
u
r ta

x
 
ex
em
p
t sta

tu
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ttp
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w
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ch
w
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ea
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rg
/stellen
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lic /＠

x
in
tern
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o
cu
m
en
ts /w

eb
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n
ten

t /098091.p
d
f ）

29
）

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
議
会
は
、
一
九
九
四
年
の
立
法
で
、「
病
院
に
よ
る
地
域
社
会
貢
献
プ
ロ
グ
ラ
ムH

o
sp
ita
l C

o
m
m
u
n
ity
 
B
en
efit P

ro
g
ra
m

」
を
策
定

し
、
非
営
利
法
人
の
民
間
病
院
に
対
し
、
三
年
ご
と
に
地
域
社
会
の
ニ
ー
ズ
を
調
査
す
る
こ
と
、
地
域
社
会
と
の
意
見
交
換
を
通
じ
て
地
域
社
会
貢
献
計
画
を
作
成
す
る

こ
と
、
同
計
画
を
州
医
療
計
画
開
発
局
に
毎
年
ご
と
に
提
出
す
る
こ
と
、
を
義
務
付
け
て
い
る
。C

A
L.
H
E
A
L
T
H
&
S
A
F
E
T
Y
 C

O
D
E

127340-127365.

な
お
、
州
医

療
計
画
開
発
局
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。h

ttp
: //w

w
w
.o
sh
p
d
.sta

te.ca
.u
s /h

id
/h
o
sp
ita
l /h

cp
b
/in

d
ex
.h
tm
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四

日
本
の
常
識
⑶

病
院
に
よ
る
医
療
の
質
・
経
営
の
安
定
を
見
張
る
の
は
医
療
の
プ
ロ
で
あ
る

医
療
法
人
制
度
の
考
え
方
」
は
、
公
共
性
の
高
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
・
継
続
的
に
提
供
す
る
た
め
の
新
た
な
支
援
方
策
の

検
討
を
、「
今
後
と
も
、
厚
生
労
働
省
、
医
療
関
係
団
体
そ
し
て
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
が
協
力
し
て
、
引
き
続
き
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
が
求
め
ら

30
）

れ
る
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
報
告
書
の
性
格
上
、
厚
生
労
働
省
の
関
与
は
所
与
の
前
提
だ
っ
た
の
だ
ろ
う

が
、
こ
こ
で
は
、
医
療
の
質
や
経
営
の
安
定
を
確
保
を
す
る
の
は
厚
生
労
働
省
と
医
療
関
係
者
の
協
力
に
よ
る
、
す
な
わ
ち
医
療
の
プ

ロ
が
に
な
う
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
医
療
に
高
度
の
専
門
性
が
要
求
さ
れ
る
以
上
、
医
療
の
質
と
安
定
供
給
を
所
管
の

官
庁
と
専
門
家
に
託
す
の
は
、
ご
く
自
然
な
考
え
方
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
官
庁
と
専
門
家
に
委
ね
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

１

医
療
の
質
の
評
価

ア
メ
リ
カ
に
は
、
医
療
の
質
を
評
価
す
る
機
関
と
し
て
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
挙
げ
る
こ
と
が
で

31
）

き
る
。
第
一
が
病
院
に
対
す
る
免

許
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
〇
世
紀
半
ば
に
全
米
各
州
に
広
が
り
、
今
日
で
は
す
べ
て
の
州
で
病
院
の
開
設
に
は
免
許
が
必
要
と
さ
れ
る
。

第
二
が
、
連
邦
政
府
に
よ
る
医
療
保
険
で
あ
る
。
連
邦
政
府
は
一
九
六
五
年
か
ら
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

開
始
し
た
。
政
府
の
保
険
か
ら
支
払
い
を
受
け
る
た
め
に
は
、
病
院
は
連
邦
政
府
の
求
め
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

第
三
が
私
的
評
価
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
医
療
機
関
認
定
合
同
委
員
会
（Jo

in
t
 
C
o
m
m
issio

n
 
o
n
 
A
ccred

ita
tio
n
 
o
f

 
H
ea
lth
ca
re O

rg
a
n
iza
tio
n
s:
JC
A
H
O

）
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
病
院
で
の
医
療
は
三
つ
の
ル
ー
ト
で
見
張
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
評
価
手
続
は
互
い
に
重
複
し
、

実
質
的
に
は
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認
証
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
多
く
の
州
政
府
は
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認
証
を
受
け
た
病
院
に
対
し
て
免
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許
を
与
え
て
い
る
し
、
連
邦
政
府
も
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
よ
る
支
払
い
の
対
象
と
な
る
病
院
の
認
定
に
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認

証
を
用
い
て

32
）

い
る
。

２

医
療
機
関
認
定
合
同
委

33
）

員
会

二
１
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
は
、
外
科
医
が
病
院
の
質
を
担
保
す
る
た
め
に
行
っ
た
調
査
か
ら
出
発
し
た
。
調
査
の
趣
旨

は
評
価
及
び
教
育
で
あ
っ
て
、
病
院
に
対
す
る
監
視
や
懲
罰
が
主
た
る
目
的
で
は
な
い
。
医
師
会
と
病
院
協
会
や
そ
の
他
の
医
学
学
会

が
「
合
同
」
し
た
後
は
、
理
事
会
の
ほ
と
ん
ど
が
医
療
（
病
院
・
医
師
）
関
係
者
か
ら
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
は
政
府
の

関
与
を
排
除
し
、
州
か
ら
も
連
邦
か
ら
も
出
資
や
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い
。

い
わ
ば
医
療
機
関
自
身
に
よ
る
質
の
向
上
を
目
的
と
し
た
自
助
的
な
組
織
が
、
政
府
に
よ
る
医
療
機
関
の
質
の
監
視
に
利
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
政
府
側
の
事
情
に
よ
る
。
一
九
六
〇
年
代
、
病
院
に
対
す
る
免
許
制
が
各
州
に
広
が
り
、
連
邦
政
府
に

よ
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
始
ま
っ
た
。
し
か
し
、
政
府
の
側
に
は
ま
だ
医
療
に
関
す
る
専
門
知
識
の
集
積

は
不
十
分
で
、
ま
た
何
よ
り
も
、
大
掛
か
り
な
調
査
を
す
る
だ
け
の
財
政
基
盤
が
十
分
に
な
か

34
）

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
設
立
当
初
か
ら
の
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
理
念
と
、
政
府
や
市
民
が
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
に
期
待
し
た
役
割
と
の
間
に
は
、
ず
れ
が

あ
っ
た
。
こ
の
ず
れ
は
、
近
年
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
に
対
す
る
批
判
の
高
ま
り
と
し
て
現

35
）

れ
た
。
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認
定
に
対
し
て
は
、
申
請
し

た
病
院
の
九
九
％
が
パ
ス
す
る
と
い
う
評
価
の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
活
動
に
伴
う
利
益
相
反
も
指
摘
さ

れ
て

36
）

い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
収
入
（
年
に
一
億
一
三
〇
〇
万
ド
ル
）
の
ほ
と
ん
ど
が
病
院
へ
の
評
価
に
対
す
る
手
数
料
で
占

め
ら
れ
て
い
る
う
え
に
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
は
評
価
と
同
時
に
病
院
へ
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務
も
行
っ
て
い
る
。
評
価
手
法
に
も
問
題
が

あ
る
と
さ
れ
る
。
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
評
価
の
対
象
は
、
病
院
の
構
造
的
側
面
と
手
続
的
側
面
に
限
ら
れ
、
医
療
の
成
果
に
対
す
る
評
価
は

つ
い
最
近
ま
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
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こ
れ
ら
の
批
判
は
、
医
療
関
係
者
に
よ
る
自
助
的
目
的
に
照
ら
す
と
、
い
ず
れ
も
的
外
れ
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
今
日
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ

Ｏ
が
政
府
に
よ
る
病
院
に
対
す
る
規
制
の
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
深
刻
な
問
題
と
な
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
連
邦
や
州
の
政
府
は
対
応
を
迫
ら
れ
た
。
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
は
政
府
か
ら
一
切
の
出
資
や
補
助
金
を
受
け
て
い
な
い
純

粋
な
民
間
団
体
で
あ
る
た
め
、
政
府
と
し
て
も
団
体
の
運
営
や
評
価
の
手
法
や
内
容
に
は
直
接
介
入
で
き
な
い
。
州
に
よ
っ
て
は
、
免

許
制
度
の
運
用
に
際
し
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
へ
の
評
価
の
委
任
を
取
り
や
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
財
政
問
題
や
評
価
の
技
術
的
困

難
な
ど
の
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
。
連
邦
政
府
は
、
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認
証
を
残
し
つ
つ
、
一
部
の
病
院
に
対
し
て
は
連
邦
政
府
自
ら

の
査
察
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、
対
応
を
試
み
て
い
る
。

他
方
で
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
側
も
一
定
の
対
応
を
し
て
い
る
。
医
療
の
成
果
に
対
す
る
評
価
を
取
り
入
れ
る
方
向
へ
動
き
始
め
た
。
し
か

し
評
価
手
法
上
の
困
難
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、
抜
き
打
ち
で
の
評
価
査
察
を
開
始
す
る
と
と
も
に
、
情
報
の
開
示
を
拡

大
し
た
。
ま
た
、
利
益
相
反
と
の
批
判
へ
の
対
応
と
し
て
、
一
九
八
二
年
に
は
理
事
会
に
一
般
市
民
の
代
表
を
加
え
て
い
る
。

Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
医
療
の
質
の
認
証
に
は
、
医
療
の
専
門
知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
疑
い

な
い
こ
と
で
は
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
医
療
関
係
者
に
よ
る
利
益
相
反
の
問
題
が
重
大
か
つ
未
解
決
の
問
題
と
し
て

残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
中
で
も
、
情
報
の
開
示
や
市
民
の
意
思
決
定
機
関
へ
の
参
加
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
は
、
注

目
に
値
す
る
。

３

政
府
に
よ
る
供
給
量
規
制

一
九
七
〇
年
代
、
ア
メ
リ
カ
で
は
病
院
に
お
け
る
過
剰
な
設
備
投
資
が
問
題
と
な

37
）

っ
た
。
当
時
の
病
院
に
は
、
稼
働
率
の
低
い
医
療

機
器
が
残
さ
れ
、
ま
た
地
域
と
し
て
み
て
も
最
新
鋭
機
器
が
近
く
の
病
院
に
重
複
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
な
ど
の
無
駄
が
生
じ
て
お

り
、
こ
れ
が
医
療
費
を
高
騰
さ
せ
る
原
因
と
目
さ
れ
た
。
余
剰
設
備
の
増
大
は
、
医
療
の
分
野
で
は
構
造
的
な
必
然
で
も
あ
る
。
と
い
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う
の
も
、
医
療
が
ど
こ
ま
で
必
要
か
は
患
者
自
身
に
は
わ
か
ら
な
い
た
め
、
医
師
や
病
院
は
施
設
や
機
材
の
使
え
る
限
度
ま
で
医
療
を

提
供
で
き
る
。
い
わ
ば
、
医
療
で
は
供
給
側
が
需
要
を
自
由
に
創
出
で
き
る
。
ま
た
、
非
営
利
病
院
で
は
利
益
を
配
分
で
き
な
い
た

め
、
余
剰
資
金
は
新
た
な
設
備
へ
の
再
投
資
に
ま
わ
さ
れ
る
。

こ
う
い
っ
た
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
連
邦
政
府
は
一
九
七
四
年
の
立
法
に
よ
り
、
新
た
に
施
設
を
建
設
し
た
り
、
機
器
を
購
入
し

た
り
、
新
た
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
開
始
す
る
病
院
に
対
し
、
当
該
地
域
に
新
た
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
示

し
、
政
府
の
認
証
を
受
け
る
（C

ertifica
te o

f N
eed

:

Ｃ
Ｏ
Ｎ
）
よ
う
義
務
付

38
）

け
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
施
策
は
結
果
的
に
失
敗
に
終
わ
る
。
煩
雑
か
つ
費
用
の
か
か
る
手
続
き
を
導
入
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
効

果
は
限
ら
れ
た
。
ま
た
、
新
規
参
入
者
に
対
し
て
も
地
域
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
の
証
明
を
要
求
す
る
た
め
、
既
存
の
医
療
提
供

者
を
保
護
す
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
九
八
七
年
、
連
邦
政
府
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
離
脱
し
、
運
用
を
各
州
に
委
ね
た
。
州
レ

ベ
ル
で
は
、
い
く
つ
か
の
州
で
は
廃
止
に
踏
み
切
り
、
維
持
す
る
州
も
規
制
緩
和
に
向
か
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
医
療
関
係
者
の
自
主
的
な
医
療
の
質
の
監
視
や
、
政
府
に
よ
る
供
給
量
の
規
制
は
、
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
で
の
政
府
に
よ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
へ
の
規
制
に
は
、
こ
れ
と
は
別
に
、
次
に
見
る
病
院
の
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
観
点
が
あ
る
。

４

州
の
司
法
長
官
の
役
割

ア
メ
リ
カ
各
州
で
は
、
非
営
利
法
人
の
適
正
な
運
営
の
た
め
に
、
司
法
長
官
（a

tto
rn
ey g

en
era

l

）
に
重
要
な
権
限
が
与
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
英
米
法
の
判
例
で
発
展
し
て
き
た
権
限
で
、
近
年
は
多
く
の
州
で
制
定
法
に
明
記
さ
れ
て

39
）

い
る
。
こ
の
権
限
の
も
と

で
、
司
法
長
官
は
公
共
の
利
益p

u
b
lic in

terest

を
守
る
た
め
、
一
定
の
場
合
に
は
非
営
利
法
人
の
運
営
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
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具
体
的
に
は
、
非
営
利
法
人
は
、
理
事
ら
に
対
す
る
代
表
訴
訟
、
法
人
の
解
散
、
理
事
に
対
す
る
損
失
補
償
、
法
人
の
合
併
、
理
事

の
解
任
、
資
産
の
売
却
な
ど
、
法
人
の
運
営
に
つ
い
て
重
要
な
手
続
き
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
司
法
長
官
に
通
知
す
る
義
務
を
課
さ

れ
て

40
）

い
る
。
そ
し
て
司
法
長
官
は
、
現
職
ま
た
は
前
職
の
理
事
に
対
し
非
営
利
法
人
を
代
表
し
て
訴
訟
を
起
こ
し
、
あ
る
い
は
既
に
訴

訟
の
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
こ
れ
に
参
加
し
、
差
止
や
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
な
ど
適
切
な
措
置
を
と
る
権
限
を

41
）

も
つ
。

司
法
長
官
は
ま
た
、
支
配
権
の
移
転
、
自
己
取
引
、
内
部
者
に
よ
る
資
産
の
食
い
潰
し
、
倒
産
な
ど
、
理
事
に
よ
る
利
益
相
反
の
場

面
で
も
、
非
営
利
団
体
の
運
営
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
利
益
相
反
の
場
面
で
不
公
正
な
取
引
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
適
切
な

情
報
公
開
の
上
で
理
事
会
に
よ
る
事
前
の
承
認
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
司
法
長
官
に
よ
る
承
認
か
、
司
法
長
官
を
当
事
者
と
す
る
裁
判

に
よ
る
判
決
に
よ
ら
な
い
限
り
、
取
引
は
取
り
消
さ
れ
、
理
事
は
損
害
賠
償
な
ど
の
責
任
を
問
わ
れ

42
）

う
る
。

近
年
、
全
米
各
地
で
こ
う
い
っ
た
司
法
長
官
の
活
動
が
積
極
化
し
て

43
）

い
る
。
多
く
の
州
で
は
、
司
法
長
官
が
選
挙
で
選
ば
れ
る
。
病

院
は
地
域
の
選
挙
民
に
と
り
大
き
な
関
心
事
な
の
で
、
そ
の
不
透
明
な
経
営
を
暴
き
損
害
賠
償
を
勝
ち
取
る
こ
と
は
、
司
法
長
官
に
と

っ
て
は
大
き
な
政
治
的
得
点
に
つ
な
が
る
。

例
え
ば
、
一
九
九
八
年
に
非
営
利
医
療
機
関A

lleg
h
en
y H

ea
lth
,
E
d
u
ca
tio
n a

n
d R

esea
rch F

o
u
n
d
a
tio
n

が
倒
産
し
た
。
一

九
八
七
年
以
降
、
二
つ
の
メ
デ
ィ
カ
ル
ス
ク
ー
ル
と
一
四
の
病
院
を
合
併
し
、
五
〇
〇
も
の
医
師
の
事
業
を
買
収
す
る
一
方
、
一
二
億

ド
ル
近
く
の
負
債
を
抱
え
て
い
た
。
こ
の
非
営
利
医
療
機
関
に
よ
る
当
時
ア
メ
リ
カ
史
上
最
大
の
倒
産
に
伴
い
、
六
〇
を
超
え
る
民
事

訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
理
事
ら
の
注
意
義
務
・
忠
実
義
務
違
反
が
争
わ
れ
た
。
訴
訟
は
統
合
さ
れ
、
最
終
的
に
は
和
解
が
成
立
し
た
が
、

ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
司
法
長
官
は
、
慈
善
目
的
に
充
て
ら
れ
る
べ
き
資
金
を
他
の
目
的
に
流
用
し
た
と
し
て
、
三
五
〇
〇
万
ド
ル
の
損

害
賠
償
を
獲
得
し
た
。
事
件
は
Ｃ
Ｅ
Ｏ
の
刑
事
訴
追
に
ま
で
発
展
し
て

44
）

い
る
。

経
営
陣
の
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
な
ど
の
問
題
は
、
営
利
法
人
で
あ
れ
ば
株
主
総
会
や
株
主
代
表
訴
訟
な
ど
を
通
じ
、
会
社
の
価
値

の
増
大
に
関
心
を
持
つ
株
主
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
。
し
か
し
、
非
営
利
法
人
に
は
、
株
主
に
相
当
す
る
当
事
者
が
存
在
し
な
い
。
ア
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メ
リ
カ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
非
営
利
法
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
担
保
す
る
手
続
き
が
重
要
に
な
る
。
非
営
利
法
人
は
公
共

の
利
益
に
資
す
る
以
上
、
理
事
が
法
人
の
公
益
目
的
の
た
め
に
働
く
よ
う
監
視
す
る
人
と
手
続
き
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
選

挙
で
選
ば
れ
た
司
法
長
官
が
公
益
を
代
表
す
る
立
場
で
関
与
し
、
法
廷
な
ど
公
の
場
で
の
手
続
き
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

30
）

医
療
法
人
制
度
改
革
の
考
え
方
」
二
二
頁
。

31
）

F
U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
117-20;

H
A
L
L ,
su
pra n

o
te
7,
a
t
147-49.

32
）

Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
の
認
証
を
受
け
た
病
院
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
に
必
要
な
要
件
を
満
た
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。42

U
.S
.C
.

1395x
(e ),

1395b
b
.

33
）

邦
語
文
献
と
し
て
、
石
田
道
彦
「
第
三
者
評
価
に
よ
る
医
療
の
質
の
確
保
｜
｜
ア
メ
リ
カ
の
医
療
機
関
合
同
認
定
委
員
会
（
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
）
の
活
動
を
素
材
に
」
佐

賀
大
学
経
済
論
集
三
〇
巻
六
号
七
九
頁
（
一
九
九
八
）
参
照
。

34
）

O
B
E
R
L
A
N
D
E
R
,
su
pra n

o
te
5,
a
t
111-16.

35
）

G
ilb
ert M

.
G
a
u
l,
A
ccred

itors B
lam

ed
 
for
 
O
verlookin

g
 
P
roblem

s:
C
on
flict of

 
In
terest C

ited
 
B
etw

een
 
H
ealth

 
F
acilities,

G
rou

p
 
T
h
at

 
A
ssesses C

on
d
ition

s,
W

A
S
H
IN
G
T
O
N
 P

O
S
T
,
Ju
ly
25,

2005,
a
t A

01.

36
）

二
〇
〇
四
年
、
連
邦
会
計
検
査
院
は
、
連
邦
議
会
の
要
請
に
応
じ
て
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
に
よ
る
認
証
手
続
を
調
査
し
、
こ
れ
に
限
界
が
あ
る
と
し
て
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
メ
デ

ィ
ケ
イ
ド
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｍ
Ｓ
）
に
よ
る
Ｊ
Ｃ
Ａ
Ｈ
Ｏ
に
対
す
る
監
視
権
限
を
強
化
す
る
よ
う
提
言
し
た
。U

.S
.
G
O
V
E
R
N
M
E
N
T
 A

C
C
O
U
N
T
IN
G
 O

F
F
IC
E ,
M

 
E
D
IC
A
R
E :
C
M
S N

E
E
D
S
 A

D
D
IT
IO
N
A
L
 A

U
T
H
O
R
IT
Y
 
T
O
 A

D
E
Q
U
A
T
E
L
Y
 O

V
E
R
S
E
E
 P

A
T
IE
N
T
 S

A
F
E
T
Y
 I
N
 H

O
S
P
IT
A
L
S
(G
A
O
-04-850,

2004).

37
）

B
A
R
R
Y
 R
.
F
U
R
R
O
W
,
H
E
A
L
T
H
 L

A
W
,
28-37

(2d
.
ed
.
2000);

H
A
L
L ,
su
pra n

o
te
7,
a
t
151-57.

38
）

N
a
tio
n
a
l H

ea
lth C

a
re P

la
n
n
in
g a

n
d D

ev
elo

p
m
en
t A

ct o
f
1974,

42
U
.S
.C
.
300k

(rep
ea
led

).

39
）

イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
に
基
づ
く
判
例
法
理
で
、p

a
ren

s p
a
to
ria
e

と
呼
ば
れ
る
。
非
営
利
法
人
に
対
す
る
規
律
の
細
部
は
、
各
州
の
制
定
法

や
判
例
法
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
（A

m
erica

n
 
B
a
r A

sso
cia

tio
n
:
A
B
A

）
が
判
例
法
を
模
範
州
法
（m

o
d
el la

w

）
と
し
て

成
文
化
し
たR
ev
ised M

o
d
el N

o
n
p
ro
fit C

o
rp
o
ra
tio
n A

ct

Ｒ
Ｍ
Ｎ
Ｃ
）
を
用
い
て
、
一
般
的
な
紹
介
を
行
う
。
模
範
州
法
は
、
州
の
立
法
府
が
制
定
法
と
し
て

採
用
し
な
い
限
り
法
的
拘
束
力
は
持
た
な
い
が
、
Ｒ
Ｍ
Ｎ
Ｃ
は
一
九
八
七
年
に
採
択
さ
れ
て
以
降
、
九
の
州
に
採
用
さ
れ
た
ほ
か
、
多
く
の
州
で
こ
れ
に
倣
っ
た
制
定
法

が
成
立
し
て
い
る
。E

v
ely

n B
ro
d
y
,
In
stitu

tion
al D

isson
an
ce in

 
th
e N

on
profit S

ector
,
41
V
IL
L .
L
.
R
E
V
.
433,

504
n
.
223

(1996).

40
）

R
M
N
C

1. 70
(a
).

41
）

Id
.

1. 70
(b
).

42
）

Id
.

8. 31.

43
）

F
U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
510-13.
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44
）

L
a
w
to
n
 
R
.
B
u
rn
s,
T
h
e F

all of
 
th
e
 
H
ou
se
 
of
 
A
H
E
R
F
:
T
h
e
 
A
llegh

en
y
 
B
an
kru

ptcy
,
19

(1)
H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S ,
7
(2000);

M
a
ck
en
zie

 
C
a
rp
en
ter,

A
n
atom

y of a B
an
kru

ptcy
,
P
IT
T
S
B
U
R
G
 P

O
S
T
-G

A
Z
E
T
T
E ,
Ja
n
.
17-24,

1999
(h
ttp
: //w

w
w
.p
o
st -g

a
zette.co

m
/a
h
erf /tim

elin
e ).

五

近
年
の
展
開
⑴

公
益
法
人
か
ら
営
利
法
人
へ
の
転
換

一
九
八
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
医
療
市
場
は
、
激
し
い
変
化
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
高
騰
す
る
医
療
費
が
政
治
問
題
化
し
、
保

険
会
社
に
よ
る
病
院
や
医
師
に
対
す
る
価
格
引
下
げ
圧
力
が
高
ま
っ
た
。
市
場
の
変
動
に
対
し
、
病
院
や
医
師
は
、
施
設
や
サ
ー
ビ
ス

の
統
合
な
ど
、
医
療
提
供
体
制
の
再
構
築
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
以
下
五
〜
七
で
は
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
の
変
化
を
追
う
。
ア
メ
リ
カ

の
法
制
度
も
変
革
を
迫
ら
れ
る
が
、
二
〜
四
で
概
観
し
た
法
的
枠
組
み
は
、
そ
の
土
台
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

１

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
流
れ

ア
メ
リ
カ
で
は
伝
統
的
に
、
病
院
の
大
多
数
が
非
営
利
の
公
益
法
人
と
し
て
運
営
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、

ア
メ
リ
カ
の
病
院
間
の
競
争
に
激
化
す
る
中
、
非
営
利
法
人
か
ら
営
利
法
人
へ
と
転
換
す
る
ケ
ー
ス
が
増
え
て
き
た
。

こ
う
い
っ
た
転
換
の
動
機
と
し
て
は
、
ま
ず
、
免
税
の
利
点
と
比
べ
、
免
税
の
要
件
に
伴
う
法
的
制
約
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
る
。
非
営
利
病
院
が
収
益
を
増
大
化
す
る
た
め
に
事
業
の
多
角
化
を
図
っ
た
際
に
、
公
益
法
人
で
あ
る
た
め
の
要
件
が
法

的
、
技
術
的
障
害
と
な
る
ケ
ー
ス
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
も
う
一
つ
の
動
機
と
し
て
は
、
営
利
法
人
に
よ
れ
ば
市
場
で
資
本
を
調
達

で
き
る
こ
と
が
あ
る
。
機
動
的
な
事
業
の
拡
大
や
病
院
の
建
設
に
と
っ
て
は
、
こ
の
ほ
う
が
非
営
利
法
人
と
し
て
非
課
税
の
寄
付
や
債

券
発
行
で
資
金
を
調
達
す
る
よ
り
も
有
利
な
場
合
が
多
く
な
っ
て

45
）

き
た
。
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２

転
換
の
形
態
と
こ
れ
に
伴
う
諸
問
題

具
体
的
な
転
換
の
形
態
と
し
て
は
、
大
ま
か
に
二
つ
の
形
態
が
あ
り

46
）

う
る
。
第
一
が
、
非
営
利
法
人
か
ら
営
利
法
人
へ
の
資
産
の
売

却
で
あ
る
。
売
却
益
は
、
非
営
利
法
人
と
し
て
内
国
歳
入
法
典
五
〇
一
条
⒞
⑶
に
該
当
す
る
法
人
に
分
配
さ
れ
る
。
第
二
の
形
態
が
、

非
営
利
法
人
が
資
産
の
所
有
権
は
保
持
す
る
が
、
営
利
法
人
に
運
営
を
任
せ
る
契
約
を
結
び
、
収
益
の
一
定
割
合
を
支
払
う
形
で
あ

る
。し

か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
複
雑
な
法
律
問
題
が
生
じ
る
。
第
一
の
問
題
は
、
こ
う
い
っ
た
形
態
で
の
転
換
が
、
非
営
利
法
人
の
公

益
目
的
を
逸
脱
す
る
た
め
、
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
英
米
法
の
伝
統
に
は
、
法
人
は
そ
の
目
的
を
超
え
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
、
権
限

越
（u

ltra
 
v
ires

）
と
呼
ば
れ
る
厳
格
な
法
理
が
存
在
す
る
。
非
営
利
法
人
の
病
院
は
、
病
院

の
定
款
や
州
制
定
法
に
よ
っ
て
、
法
人
の
目
的
が
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
地
域
に
医
療
へ
の
需
要
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
目
的
を
放
棄
し
て
資
産
を
売
却
す
る
取
引
は
、
権
限

越
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。

こ
の
法
理
に
は
、
例
外
と
し
て
、
公
益
法
人
の
当
初
の
目
的
を
維
持
す
る
こ
と
が
「
不
能
、
実
行
困
難
、
違
法
（im

p
o
ssib

le,
im
-

p
ra
ctica

l o
r illeg

a
l

）」
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
設
立
者
の
意
思
に
可
能
な
か
ぎ
り
近
い
形
で
、
資
産
の
利
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

47
）

あ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
存
続
し
て
き
た
法
人
と
ほ
ぼ
同
じ
目
的
を
持
つ
別
の
公
益
法
人
に
、
資
産
や
そ
の
売
却
益
を
寄
付
す
る
こ

と
が
こ
れ
に
当
た
り
得
る
。
し
か
し
、
公
益
法
人
で
は
効
率
的
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
法
人
目
的
の
維
持

が
「
不
能
、
実
行
困
難
、
違
法
」
と
い
え
る
か
は
、
微
妙
な
問
題
で
も
あ
る
。

第
二
の
問
題
は
、
公
益
法
人
の
資
産
売
却
や
そ
の
他
の
取
引
に
お
け
る
価
格
の
公
平
性
を
、
い
か
に
担
保
す
る
か
で
あ
る
。
公
益
法

人
の
資
産
が
過
小
評
価
さ
れ
、
転
換
後
の
営
利
法
人
に
不
当
に
有
利
な
状
況
と
な
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
非
営
利

法
人
の
理
事
や
社
員
が
、
法
人
の
利
益
に
対
し
十
分
に
関
心
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
利
益
を
守
る
だ
け
の
能
力
を
欠
い
て
い

る
、
と
い
っ
た
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
限
界
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
非
営
利
法
人
の
役
員
に
転
換
後
の
営
利
法
人
の
ポ
ス
ト
や
持
分
が
提
供
さ
れ
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る
（
い
わ
ゆ
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
・
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
）
場
合
に
は
、
ま
さ
に
利
益
相
反
が
生
ず
る
。

さ
ら
に
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
上
の
問
題
を
措
い
て
も
、
非
営
利
法
人
の
価
値
を
評
価
す
る
に
は
技
術
的
な
困
難
が
伴
う
。
非
営
利
法
人
の

資
産
価
値
に
は
複
数
の
評
価
手
法
が
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
一
般
に
は
低
く
評
価
し
て
し
ま
う
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
例
は
、

転
換
後
の
営
利
法
人
が
株
式
を
公
開
す
る
と
、
株
式
の
総
額
が
当
初
の
資
産
評
価
額
を
大
幅
に
上
回
る
な
ど
し
て
顕
在
化
す
る
。
地
域

社
会
で
の
評
判
（
の
れ
ん
）
や
商
標
が
過
小
評
価
さ
れ
や
す
い
と
さ
れ
る
が
、
他
方
で
転
換
し
た
か
ら
こ
そ
高
い
価
格
が
つ
い
た
可
能

性
も
あ
り
、
一
筋
縄
に
は
ゆ
か
な
い
問
題
で
あ
る
。

こ
れ
に
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
は
い
か
に
対
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
判
断
が
あ
り
う
る
。
具
体
的
に
は
、

訴
訟
を
通
じ
て
取
引
の
適
正
、
す
な
わ
ち
取
引
価
格
の
公
平
性
及
び
合
理
性
、
取
引
が
公
益
法
人
の
目
的
を
増
進
す
る
か
、
が
審
査
さ

れ
る
。
ま
た
、
理
事
会
を
中
心
と
し
た
取
引
の
決
定
過
程
も
精
査
さ
れ
、
理
事
が
注
意
義
務
や
忠
実
義
務
を
果
た
し
て
い
た
か
が
問
題

と
な
る
。
こ
こ
で
の
判
断
に
よ
っ
て
、
法
人
に
よ
る
取
引
の
可
否
が
左
右
さ
れ
、
も
し
取
引
が
不
当
と
さ
れ
た
場
合
に
は
理
事
の
賠
償

責
任
が
問
題
と
な
り
得
る
。

ま
た
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
司
法
長
官
が
取
引
に
介
入
す
る
場
合
が
あ
る
。
司
法
長
官
は
、
地
域
へ
の
医
療
提
供
と
い
う
公
益
を

代
表
す
る
た
め
、
公
益
法
人
の
終
了
に
対
し
て
は
、
訴
訟
を
通
じ
て
巨
額
の
和
解
金
の
支
払
い
や
強
制
的
な
信
託
基
金
の
創
設
を
求

め
、
実
際
に
こ
れ
を
勝
ち
取
っ
た
例
も
見
ら
れ
る
。
州
を
ま
た
い
で
営
業
を
し
て
い
る
よ
う
な
大
規
模
な
公
益
法
人
の
場
合
に
は
、
複

数
の
州
の
司
法
長
官
が
介
入
し
、
公
益
事
業
目
的
は
当
該
州
で
の
医
療
提
供
だ
と
主
張
し
て
、
州
同
士
の
利
益
の
対
立
に
ま
で
発
展
す

る
場
合
も

48
）

あ
る
。

裁
判
所
や
司
法
長
官
の
個
別
の
対
応
と
は
別
に
、
州
議
会
が
制
定
法
に
よ
り
転
換
の
手
続
き
を
策
定
す
る
場
合
も
あ
る
。
典
型
的
な

制
定
法
に
お
い
て
は
、
事
前
の
告
知
、
取
引
の
詳
細
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
や
一
般
公
開
と
い
っ
た
手
続
面
と
と
も
に
、
転
換
を
認
可

す
る
判
断
基
準
な
ど
も
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
基
準
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ま
で
発
展
し
て
き
た
判
例
法
理
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が
適
用
に
な
る
。

45
）

Ja
m
es C

.
R
o
b
in
so
n
,
C
apital F

in
an
ce an

d
 
O
w
n
ersh

ip C
on
version

s in
 
H
ealth

 
C
are

,
19
(1)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
56
(2000).

46
）

F
U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
523-24;

H
A
L
L ,
su
pra n

o
te
7,
a
t
262-66.

47
）

こ
れ
は
英
米
法
の
エ
ク
イ
テ
ィ
ー
上
の
公
益
信
託
に
関
す
る
法
理
で
、
可
及
的
近
似
則
（C

y
 
P
res

）
と
呼
ば
れ
る
。
樋
口
範
雄
『
ア
メ
リ
カ
信
託
法
ノ
ー
ト
Ｉ
』

（
二
〇
〇
〇
）
二
七
五
頁
以
下
参
照
。
た
だ
、
こ
の
公
益
信
託
の
法
理
を
公
益
法
人
に
及
ぼ
す
か
は
、
州
に
よ
り
ば
ら
つ
き
が
あ
る
。

48
）

B
a
n
n
er H

ea
lth S

y
s.
v
.
L
o
n
g
,
663

N
.W
.
2d

242
(S
.D
.
2003);

B
a
n
n
er H

ea
lth S

y
stem

 
v
.
S
ten

eh
jem

,
N
o
.
A
3-02-121,

2003
W
L
501821

(D
.

N
.D
.
2003).

S
ee
,
R
o
b
ert A

.
K
a
tz,

W
h
o
 
G
u
ard

s th
e
 
G
u
ard

ian
s?:

M
on
itorin

g
 
an
d
 
E
n
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en
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C
h
arity

 
G
overn

an
ce:

L
et C

h
aritable

 
D
irectors D

irect:
W
h
y T

ru
st L

aw
 
S
h
ou
ld
 
N
ot C

u
rb B

oard
 
D
iscretion O

ver a C
h
aritable C

orporation
’s M

ission an
d
 
U
n
restricted

 
A
ssets,

80

C
H
I . -K

E
N
T
.
L
.
R
E
V
.
689

(2005).

六

近
年
の
展
開
⑵

病
院
と
医
療
の
統
合

一
九
七
〇
年
代
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
医
療
の
主
な
担
い
手
は
、
個
人
経
営
の
医
師
と
単
体
の
非
営
利
病
院
だ
っ
た
。
こ
れ
が
一

九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
医
療
が
高
度
化
し
医
療
市
場
で
競
争
が
激
化
す
る
中
、
病
院
や
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
統
合
が
急
速
に
進
ん
で
い

っ
た
。
こ
の
統
合
の
波
は
営
利
法
人
と
非
営
利
法
人
と
を
問
わ
ず
、
広
く
に
及
ん
だ
。

１

統
合
の
諸
形
態
と
メ
リ
ッ
ト

統
合
は
、
法
人
格
の
統
合
を
意
味
す
る
合
併
・
買
収
（m

erg
er a

n
d
 
a
cq
u
isitio

n

）
か
ら
、
契
約
的
関
係
に
と
ど
ま
る
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
（jo

in
t v

en
tu
re

）
ま
で
広
く
捉
え
る
も
の
だ
が
、
形
態
と
し
て
は
、
い
く
つ
か
に
分
け
る
こ
と
が
で

49
）

き
る
。
ま
ず
、

水
平
的
統
合
と
垂
直
的
統
合
と
の
区
別
で
あ
る
。
水
平
的
と
は
、
医
師
と
医
師
、
病
院
と
病
院
、
保
険
会
社
と
保
険
会
社
、
と
い
っ
た
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よ
う
に
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
業
態
同
士
で
統
合
す
る
形
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
垂
直
的
統
合
と
は
、
医
師
と
病
院
、
病
院
と
保
険
会
社

と
い
っ
た
よ
う
に
、
異
な
る
業
態
が
統
合
す
る
こ
と
で
、
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
一
括
し
て
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
統
合
の
密
度
と
し
て
も
、
緩
や
か
な
も
の
か
ら
緊
密
な
も
の
ま
で
広
が
り
が
あ
る
。
緩
や
か
な
も
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
交
換

や
施
設
等
の
共
有
、
支
払
者
と
の
契
約
な
ど
、
部
分
的
な
協
力
程
度
に
と
ど
ま
る
。
他
方
で
、
完
全
な
結
合
に
い
た
る
と
、
経
済
的
リ

ス
ク
の
共
有
や
、
医
療
提
供
の
集
中
管
理
ま
で
行
わ
れ
る
。

統
合
の
必
要
性
や
メ
リ
ッ
ト
を
い
く
つ
か
あ
げ
る
こ
と
が
で

50
）

き
る
。
ま
ず
、
総
合
的
医
療
の
高
ま
り
が
あ
る
。
医
療
技
術
の
高
度
化

に
よ
り
、
複
数
の
専
門
分
野
に
わ
た
る
治
療
が
増
え
、
広
い
地
域
を
カ
バ
ー
す
る
総
合
病
院
と
し
て
、
医
療
事
務
を
統
合
す
る
必
要
が

で
て
き
た
。
総
合
病
院
化
に
伴
い
大
き
な
資
本
を
調
達
・
集
積
す
る
必
要
性
も
、
統
合
に
拍
車
を
か
け
た
。

医
療
市
場
で
の
競
争
の
激
化
に
伴
い
、
経
済
的
リ
ス
ク
へ
の
対
応
も
必
要
に
な
っ
た
。
保
険
会
社
に
よ
る
医
療
費
抑
制
（
マ
ネ
ジ

ド
・
ケ
ア
）
の
圧
力
へ
の
対
応
も
、
統
合
の
背
後
に
あ
る
重
要
な
動
機
だ
っ
た
。
保
険
会
社
と
い
う
大
き
な
市
場
支
配
力
を
も
つ
支
払

い
者
に
対
し
、
病
院
は
規
模
の
利
益
に
よ
り
交
渉
力
を
確
保
し
よ
う
と
試
み
た
。

統
合
に
は
、
医
師
の
利
益
が
病
院
の
利
益
と
対
立
す
る
状
況
を
解
消
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
。
二
で
述
べ
た
よ
う
に
、
医
師
は
従
来
病

院
と
経
済
的
に
も
組
織
的
に
も
独
立
し
て
い
た
。
し
か
し
病
院
は
、
病
院
間
で
統
合
を
進
め
た
り
、
医
師
の
事
業
（
医
業
）
を

51
）

買
収
し

た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
師
か
ら
の
患
者
の
照
会
を
巡
る
競
争
を
抑
え
よ
う
と
試
み
た
。

２

統
合
に
伴
う
困
難
と
そ
の
減
速

統
合
の
動
き
は
、
実
際
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
た
。
ま
ず
、
統
合
は
経
済
的
に
失
敗
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
具
体
的
に

は
、
医
業
の
買
収
に
は
高
い
費
用
が
か
か
り
、
ま
た
買
収
し
て
も
医
師
の
生
産
性
が
低
下
す
る
例
が
目
立
っ
た
。
ま
た
、
規
模
の
拡
大

に
伴
い
、
事
務
や
経
営
上
の
問
題
も
複
雑
に
な
り
、
従
来
の
手
法
で
は
扱
い
き
れ
な
く
な
っ
た
。
結
局
、
医
師
と
病
院
に
よ
る
統
合
的
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サ
ー
ビ
ス
提
供
の
企
て
は
、
ほ
ぼ
一
様
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
さ

52
）

れ
る
。

マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
伸
び
が
限
ら
れ
た
こ
と
も
、
統
合
の
意
義
を
損
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
保
険
会
社
の
価
格
設
定
力
に
規
模
の
利

益
で
対
抗
す
る
の
が
、
統
合
の
大
き
な
動
機
付
け
だ
っ
た
も
の
の
、
七
で
述
べ
る
よ
う
に
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
は
患
者
と
の
関
係
で
医

師
や
病
院
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
を
緩
め
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
う
し
て
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
入
る

と
、
病
院
統
合
の
動
き
は
減
速
し
、
統
合
を
解
消
す
る
動
き
が
む
し
ろ
大
き
く
な
っ
て
い

53
）

っ
た
。
統
合
は
、
総
合
病
院
化
よ
り
も
、
特

定
の
市
場
で
競
争
的
優
位
を
得
ら
れ
る
形
態
を
戦
略
的
に
模
索
す
る
段
階
に
移
行
し
て

54
）

い
る
。

３

C
a
th
o
lic H

ea
lth
ca
re W

est

の
例

こ
う
い
っ
た
趨
勢
を
、
冒
頭
で
掲
げ
た
Ｃ
Ｈ
Ｗ
病
院
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

一
九
九
〇
年
代
、
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
な
ど
、
従
来
Ｃ
Ｈ
Ｗ
が
主
要
な
市
場
と

し
て
き
た
地
域
で
の
低
価
格
競
争
に
さ
ら
さ
れ
た
。
こ
の
市
場
に
は
、K

a
iser P

erm
a
n
en
te

と
い
う
強
力
な
病
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

が
競
業
者
と
し
て
参
入
し
て
お
り
、
他
方
で
医
療
費
の
支
払
い
も
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
に
よ
り
厳
し
く
抑
え
ら
れ
た
。

こ
う
い
っ
た
状
況
に
対
処
す
べ
く
、
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
急
速
な
拡
大
路
線
を
と
っ
た
。
医
業
や
医
療
供
給
組
織
へ
の
投
資
や
買
収
な
ど
垂
直

的
統
合
と
と
も
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
内
（
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
）・
州
外
（
ネ
バ
ダ
州
の
ラ
ス
ベ
ガ
ス
と
コ
ロ
ラ
ド
州
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
）

の
病
院
を
買
収
す
る
水
平
的
統
合
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
の
過
程
で
、
最
も
競
争
の
激
し
い
市
場
で
あ
る
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
で
も
八
つ
の
非

カ
ト
リ
ッ
ク
系
病
院
を
買
収
し
た
。
技
術
的
統
合
も
推
進
し
、
Ｉ
Ｔ
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
患
者
へ
の
請
求
、
機
材
や
薬
品
の
購
入

を
す
べ
て
の
病
院
で
共
同
で
行
っ
た
。
Ｃ
Ｈ
Ｗ
ブ
ラ
ン
ド
に
よ
る
宣
伝
・
販
促
も
お
こ
な
っ
た
。

し
か
し
、
拡
大
路
線
は
裏
目
に
出
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
大
幅
な
赤
字
に
苦
し
む
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、

ま
ず
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
経
営
陣
に
よ
る
意
思
決
定
に
対
し
、
各
病
院
の
地
方
理
事
会
が
権
力
を
維
持
し
、
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統
一
的
な
経
営
方
針
が
貫
徹
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
広
い
地
域
で
の
ど
ん
ぶ
り
勘
定
が
な
さ
れ
た
た
め
、
利
益
と
損
失
の
出
所
が
明
ら

か
に
な
ら
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
高
収
益
部
門
か
ら
発
展
の
見
込
め
る
市
場
へ
の
投
資
が
進
ま
ず
、
経
営
の
非
効
率
に

つ
な
が
っ
た
。

こ
う
い
っ
た
中
、
二
〇
〇
〇
年
に
新
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
着
任
し
、
組
織
再
編
が
試
み
ら
れ
た
。
財
務
関
係
の
意
思
決
定
が
中
央
に
集
約
さ

れ
、
各
病
院
の
理
事
会
が
諮
問
委
員
会
へ
格
下
げ
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
日
常
の
医
療
業
務
の
責
任
は
各
施
設
へ
分
散
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
各
施
設
に
共
通
の
評
価
基
準
を
採
用
し
、
施
設
を
横
断
し
た
業
績
の
比
較
評
価
、
管
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
、
統
合
も
選
択
的
に
解
消
さ
れ
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
医
業
や
不
採
算
病
院
は
売
却
さ
れ
、
Ｉ
Ｔ
も
ア
ウ
ト
ソ
ー
ス
さ
れ
た
。
保
険

会
社
と
の
契
約
再
交
渉
の
結
果
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
を
Ｃ
Ｈ
Ｗ
側
が
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
努
力
の
結
果
、
Ｃ

Ｈ
Ｗ
は
二
〇
〇
三
年
に
は
黒
字
に
復
帰
し
、
そ
の
後
も
大
き
く
業
績
を
改
善
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
組
織
再
編
を
経
て
、
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
資
本
投
下
を
選
択
的
に
多
様
化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
い
か
な
る
発
想
で
な
さ
れ
て
い
る

か
を
概
観
し

55
）

よ
う
。

ま
ず
収
支
の
観
点
か
ら
は
、
資
本
を
投
資
す
る
対
象
の
病
院
の
財
務
状
況
と
、
投
資
を
行
う
市
場
の
経
済
的
魅
力
が
考
慮
さ
れ
る
。

こ
の
二
点
は
、
営
利
・
非
営
利
を
問
わ
ず
重
視
さ
れ
る
べ
き
要
素
で
あ
る
（
表
１
と
図
１
）。
さ
ら
に
Ｃ
Ｈ
Ｗ
は
、
社
会
的
必
要
性
の
観

点
か
ら
も
投
資
対
象
を
考
え
る
。
そ
こ
で
は
、
各
病
院
の
地
域
社
会
へ
の
貢
献
の
度
合
い
と
、
当
該
地
域
で
の
医
療
の
必
要
性
が
考
慮

さ
れ
る
。
こ
の
二
点
は
、
公
益
を
担
う
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
非
営
利
病
院
に
特
有
の
問
題
だ
と
い
え
る
（
表
２
と
図
２
）。
そ
し
て
最
後

に
、
こ
れ
ら
の
観
点
の
バ
ラ
ン
ス
が
図
ら
れ
る
（
図
３
）。

こ
う
い
っ
た
Ｃ
Ｈ
Ｗ
の
努
力
を
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
ま
と
め
た
論
文
は
、
末
尾
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
病
院
に
よ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
〕
必
要
性
と
能
力
を
数
量
化
す
る
こ
と
は
、
非
営
利
団
体
に
と
っ
て
、
そ
の
非
課
税
特
権
に
対
し
世
論
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１ の と の に づ CHWの

注：それぞれの円は、2005年から2009年の間にCHW の各病院において計画された資本投資の大き

さを示す。横軸は各施設の財務上の指標（収益・収入など）を示し、縦軸は各施設のおかれた市場

の特徴（人口の増減・家庭の所得など）を示す。

出典：James C.Robinson& Sandra Dratler,Corporate Structure and Capital Strategy at Catholic
 

Healthcare West,25(1)HEALTH AFFAIRS 134,143EXHIBIT 4(2006).

表１ 市場の経済的魅力と病院の財務実績に基づく CHWの資本投資戦略

競合者との協力

・ジョイント・ベンチャーにより自らの

資本の利用を節約し、成長を狙う

・不採算施設は、よりよい位置にある競

合者に売却する

・外来診療に重点をおく

投資

・最優先の設備投資対象

・外来診療を拡充

・新たな病院の建設

・新たな医師との関係を築く

高

低

市
場
の
経
済
的
魅
力

売却

・成績の振るわない施設を売却

・成長の著しい市場へ資本を移動

・社会的使命を果たすために必要な施設

は維持する

キャッシュフローを獲得

・高い収益を狙い、医療サービスが減少

してもやむをえない

・収益は成長著しい市場へ移転

・新たな投資は控える

病院の財務実績

悪 良

出典：James C.Robinson& Sandra Dratler,Corporate Structure and Capital Strategy at Catholic
 

Healthcare West,25(1)HEALTH AFFAIRS 134,140EXHIBIT 2(2006).
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図２ 地域社会のニーズと病院による地域への貢献に基づく CHWの資本投資

注：それぞれの円は、2005年から2009年の間にCHW の各病院において計画された資本投資の大き

さを示す。横軸は各施設の当該地域社会への貢献を示し、縦軸は各施設のおかれた地域社会におけ

る医療関係への社会的ニーズの大きさを示す。

出典：James C.Robinson& Sandra Dratler,Corporate Structure and Capital Strategy at Catholic
 

Healthcare West,25(1)HEALTH AFFAIRS 134,144EXHIBIT 5(2006).

表２ 地域社会のニーズと病院による地域への貢献に基づく CHWの資本投資戦略

再考

・社会的ニーズに応えるために、別の収

益源を模索する

地域貢献をする優先順位が高い

・事業を継続するため投資

・収益向上を図る

高

低

社
会
的
ニ
ー
ズ

地域貢献をする優先順位が低い

・財務的に貢献をしているものでない限

り施設を売却

再考

・高い収益を狙う

・施設の売却を検討

病院による地域への貢献

少 多

出典：James C.Robinson& Sandra Dratler,Corporate Structure and Capital Strategy at Catholic
 

Healthcare West,25(1)HEALTH AFFAIRS 134,142EXHIBIT 3(2006).
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が
懐
疑
的
な
今
日
、
大
事
な
こ
と
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
非
営
利
団
体
の
社
会
に
対

す
る
説
明
責
任
の
あ
り
方
は
、「
我
を
信

ぜ
よ
」
の
時
代
か
ら
「
信
じ
る
が
実
証
せ

よ
」
と
い
う
態
度
へ
と
移
っ
て
お
り
、
そ

の
中
で
非
営
利
団
体
が
自
ら
の
活
動
と
競

合
営
利
団
体
の
活
動
と
の
違
い
を
明
確
化

す
る
手
段
と
し
て
、
多
様
化
戦
略
が
あ
り

得
る
。
公
益
・
慈
善
事
業
は
ど
う
し
て
も

会
計
上
の
収
支
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
ざ
る

を
得
ず
、
非
営
利
団
体
に
よ
る
社
会
的
貢

献
を
伸
ば
し
て
い
く
に
は
、
い
か
に
し
て

お
金
を
稼
ぐ
か
と
と
も
に
、
ど
こ
で
使
う

か
に
つ
い
て
も
戦
略
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取

る
必
要
が

56
）

あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
非
営

利
病
院
が
、
営
利
病
院
と
同
様
か
、
む
し
ろ

営
利
病
院
以
上
に
戦
略
的
な
病
院
経
営
を
迫

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

図３ 病院の財務実績／市場の経済的魅力と地域社会のニーズ／病院による

地域への貢献とに基づく CHWの資本投資

注：それぞれの円は、2005年から2009年の間にCHW の各病院において計画された資本投資の大き

さを示す。横軸は各施設の病院の財務実績と市場の経済的魅力の指標の総和を示し、縦軸は病院の

当該地域社会への貢献と施設のおかれた地域におけるニーズの指標の総和を示す。

出典：James C.Robinson& Sandra Dratler,Corporate Structure and Capital Strategy at Catholic
 

Healthcare West,25(1)HEALTH AFFAIRS 134,145EXHIBIT 6(2006).
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49
）

L
a
w
to
n R

.
B
u
rn
s
&
M
a
rk V

.
P
a
u
ly
,
In
tegrated

 
D
elivery N

etw
orks:

A
 
D
etou

r on
 
th
e R

oad
 
to In

tegrated
 
H
ealth C

are?
,
21
(4)

H
E
A
L
T
H

 
A
F
F
A
IR
S
128,

128-30
(2002);

F
U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
535-39.

50
）

M
A
X
 M

.
R
E
Y
N
O
L
D
S ,
H
O
S
P
IT
A
L
 J
O
IN
T
 V

E
N
T
U
R
E
S :
L
E
G
A
L
 H

A
N
D
B
O
O
K
,
1-2

(2004).
51
）

病
院
に
よ
る
医
師
の
事
業
の
買
収
、
と
は
日
本
で
は
な
じ
み
の
な
い
用
語
だ
が
、
一
般
に
、
病
院
が
医
師
の
所
有
す
る
資
産
で
医
療
の
提
供
に
必
要
な
も
の
を
買
収

し
、
ま
た
医
師
と
医
療
ス
タ
ッ
フ
定
款
に
よ
る
関
係
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
直
接
雇
用
契
約
を
結
び
給
料
を
払
う
関
係
に
入
る
こ
と
を
さ
す
。S

ee
 
B
u
rn
s
&

P
a
u
ly
,

su
pra n

o
te
49,

a
t
130.

52
）

Id
.
a
t
130-32;

F
U
R
R
O
W
,
su
pra n

o
te
7,
a
t
539-41.

53
）

P
a
u
l B

.
G
in
sb
u
rg
,
C
om
petition

 
in
 
H
ealth

 
C
are:

Its E
volu

tion
 
over

 
th
e P

ast D
ecad

e
,
24
(6)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
1512

(2006).

54
）

近
年
、
専
門
的
技
能
を
も
つ
医
師
の
設
立
し
た
専
門
病
院
（sp
ecia

lty
 
h
o
sp
ita
l

）
が
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。
医
師
は
、
本
来
総
合
病
院
に
紹
介
す
べ
き
患
者
で

も
、
自
ら
持
分
を
有
す
る
専
門
病
院
の
患
者
を
増
や
す
た
め
、
そ
ち
ら
に
紹
介
し
が
ち
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
専
門
病
院
が
、
総
合
病
院
の
周
辺
で
高
い
収
益
を
生
む

分
野
で
医
療
費
支
払
い
能
力
を
も
つ
患
者
に
医
療
を
行
う
た
め
、
採
算
の
取
れ
な
い
患
者
を
多
く
受
け
入
れ
る
総
合
病
院
の
経
営
基
盤
を
損
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
指
摘

さ
れ
る
。S

tu
a
rt G

u
term

a
n
,
S
pecialty H

ospitals:
A
 
P
roblem

 
or
 
a S

ym
ptom

?
,
25
(1)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
94
(2006).

55
）

R
o
b
in
so
n
,
su
pra n

o
te
2,
a
t
139-46.

56
）

Id
.
a
t
146.

七

近
年
の
展
開
⑶

医
療
費
高
騰
と
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア

１

背
景：

雇
用
と
保
険

ア
メ
リ
カ
の
公
的
医
療
保
険
は
、
高
齢
者
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
低
所
得
者
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
限
ら
れ
る
。

一
般
に
は
、
保
険
会
社
の
提
供
す
る
医
療
保
険
に
加
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
医
療
保
険
が
広
ま
っ
た
第
二
次
大
戦
以
降
、
医
療
保
険
の

多
く
は
雇
用
を
通
じ
て
ま
か
な
わ
れ
て

57
）

い
た
。
大
企
業
と
労
働
組
合
の
果
た
し
た
役
割
が
と
り
わ
け
大
き
い
。
多
数
の
労
働
者
を
集
め

る
こ
れ
ら
の
主
体
は
、
労
働
者
の
間
で
リ
ス
ク
を
分
散
し
て
保
険
を
購
入
で
き
る
。
政
府
に
よ
る
税
法
上
の
優
遇
措
置
も
あ
り
、
企
業

や
労
働
組
合
は
、
医
療
保
険
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
労
働
者
や
組
合
員
獲
得
を
図
っ
て
い
っ
た
。
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し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
状
況
は
変
化
し
た
。
そ
れ
ま
で
独
占
利
潤
を
享
受
し
て
い
た
大
企
業
は
、
国

内
外
で
激
し
い
競
争
に
さ
ら
さ
れ
、
ま
た
労
働
組
合
も
組
合
組
織
率
の
低
下
に
苦
し
む
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
中
、
保
険
加
入
率

が
と
り
わ
け
低
賃
金
労
働
者
層
で
低
下
し
、
低
所
得
者
向
け
の
政
府
の
医
療
保
険
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
負
担
を
増
大
さ
せ
、
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
の
医
療
費
や
医
療
保
険
料
の
高
騰
が
追
い
討
ち
を
か
け
た
。

例
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
の
ア
メ
リ
カ
三
大
自
動
車
会
社
と
全
米
自
動
車
労
組
（
Ｕ
Ａ
Ｗ
）
と
の
労
使
交
渉
で
は
、
労
務
コ
ス
ト
と
り

わ
け
医
療
費
負
担
を
経
営
再
建
へ
の
最
大
の
重
荷
だ
と
す
る
経
営
側
と
、
も
は
や
医
療
費
支
出
の
削
減
で
譲
歩
で
き
な
い
と
す
る
労
働

側
と
が
、
激
し
く
対
立
し
た
と
報
じ
ら
れ
て

58
）

い
る
。
全
米
最
大
の
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
チ
ェ
ー
ン
の
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
は
、
低
賃
金

労
働
者
に
対
し
十
分
な
医
療
保
険
を
提
供
し
て
い
な
い
と
し
て
非
難
を
浴
び
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
州
で
は
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
に
医
療
費

の
負
担
を
強
制
す
る
制
定
法
が
成
立
し
、
ま
た
二
〇
〇
八
年
大
統
領
選
挙
の
争
点
の
一
つ
に
さ
え
な
る
気
配
を
見
せ
て

59
）

い
る
。

２

Ｈ
Ｍ
Ｏ
に
よ
る
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア

四
３
で
見
た
よ
う
に
、
病
院
や
医
師
に
任
せ
る
と
医
療
は
拡
大
す
る
。
政
府
に
よ
る
医
療
費
抑
制
策
も
効
果
を
あ
げ
ず
、
ク
リ
ン
ト

ン
政
権
に
よ
る
皆
保
険
制
度
の
立
法
の
試
み
は
失
敗
し
た
。
そ
し
て
、
医
療
費
高
騰
の
中
で
立
ち
現
れ
た
の
が
Ｈ
Ｍ
Ｏ
（H

ea
lth

 
M
a
in
ten

a
n
ce O

rg
a
n
iza
tio
n

健
康
維
持
機
構
）
で
あ
る
。

一
定
の
金
額
を
あ
ら
か
じ
め
積
み
立
て
れ
ば
、
実
際
に
か
か
っ
た
医
療
費
が
そ
こ
か
ら
支
払
わ
れ
る
、
と
い
う
Ｈ
Ｍ
Ｏ
の
原
型
と
な

る
仕
組
み
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
あ
っ
た
。
全
米
医
師
会
は
当
初
か
ら
こ
れ
に
強
く
反
発
し
て
き
た
が
、
一
九
七
四
年
に
は
Ｈ
Ｍ
Ｏ

を
推
進
す
る
連
邦
法
が
成
立

60
）

し
た
。
そ
し
て
医
療
費
の
高
騰
と
と
も
に
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
は
一
気
に
脚
光
を
浴
び
た
。
従
来
の
医
療
保
険
が
医

師
や
病
院
か
ら
の
請
求
額
を
そ
の
ま
ま
支
払
う
（fee fo

r serv
ice

）
の
に
対
し
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
は
一
定
の
限
度
ま
で
し
か
支
払
い
を
認
め
な

い
た
め
、
医
療
の
無
駄
や
費
用
を
管
理
（
マ
ネ
ー
ジ
）
す
る
役
割
、
す
な
わ
ち
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
を
期
待
さ
れ
た
の
で

61
）

あ
る
。
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保
険
会
社
の
参
入
を
伴
い
、
加
入
者
を
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
大
き
く
増
や

62
）

し
た
Ｈ
Ｍ
Ｏ
も
、
一
九
九
〇
年

代
後
半
に
は
強
い
批
判
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
典
型
的
な
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
加
入
者
の
患
者
が
か
か
れ
る
医
療
供

給
者
が
、
医
療
費
の
割
引
に
応
じ
て
Ｈ
Ｍ
Ｏ
と
契
約
を
結
ん
だ
医
師
や
病
院
に
限
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
無
駄
と
さ
れ
る
医
療
を
抑
制
す

る
た
め
、
医
療
内
容
や
手
続
き
も
制
約
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
患
者
の
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
不
当
に
制
約
す
る
と
す
る
医
療
界
や
患
者

代
表
の
強
い
反
発
を
招
い
た
。
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
制
約
の
た
め
患
者
が
ひ
ど
い
目
に
あ
っ
た
と
す
る
報
道
も
相
次
い
だ
。
こ
う
し

て
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
も
一
九
九
〇
年
代
の
後
半
に
は
、
患
者
に
対
し
か
な
り
の
選
択
の
自
由
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

医
療
市
場
を
経
済
法
の
観
点
か
ら
分
析
し
た
あ
る
論
文
は
、「
医
療
市
場
は
、
本
人
｜
代
理
人
関
係
（p

rin
cip
a
l
a
g
en
t
 
rela

tio
n
-

sh
ip

）
で
あ
ふ
れ
て

63
）

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
医
療
供
給
者
は
、
患
者
の
利
益
の
た
め
に
、
い
わ
ば
患
者
の
代
理
（a

g
en
t

）
と
し
て
、

医
療
上
の
判
断
を
下
す
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
。
し
か
し
医
師
も
、
自
ら
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
て
よ
り
多
く
の
支
払
い
を
得
る
、
と

い
う
利
益
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
医
療
供
給
側
が
患
者
の
利
益
に
反
し
た
行
動
を
と
る
（a

g
en
cy co

st

の
発
生
）
の
を
抑
制

す
る
た
め
、
支
払
い
の
側
面
で
患
者
の
代
理
と
し
て
立
ち
現
れ
た
の
が
Ｈ
Ｍ
Ｏ
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
が
医
療
へ
の
制
約
を
強

め
る
に
つ
れ
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
が
自
ら
の
利
益
を
拡
大
す
る
た
め
に
患
者
に
コ
ス
ト
削
減
の
し
わ
寄
せ
を
す
る
と
い
う
、
支
払
い
サ
イ
ド
で
の

患
者
と
の
利
害
の
対
立
（
す
な
わ
ちa

g
en
cy
 
co
st

）
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
患
者
を
本
人
（p

rin
cip
a
l

）
と
す
る
二
人
の

代
理
人
（a

g
en
ts

）
が
、
互
い
に
衝
突
し
つ
つ
い
か
な
る
形
で
均
衡
点
に
い
た
る
か
。
こ
れ
が
、
今
日
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
医
療
を
取

り
巻
く
問
題
状
況
だ
と
い
え
る
。

３

病
院
と
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
衝
突
経
路

病
院
と
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
対
立
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
市
場
と
政
治
と
い
う
二
つ
の
局
面
を
取
り
上

げ
る
。
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市
場
で
は
、
医
療
供
給
側
と
支
払
い
側
の
双
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
合
従
連
衡
を
繰
り
返
し
、
競
争
力
を
競
っ
て

64
）

い
る
。
す
で
に
見
た
よ

う
に
、
医
療
側
で
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
病
院
・
医
師
に
よ
る
医
療
供
給
の
統
合
と
再
編
が
急
速
に
進
ん
だ
。
そ
こ
で
は
、
マ
ネ
ジ

ド
・
ケ
ア
に
規
模
の
利
益
で
対
抗
す
る
こ
と
が
大
き
な
動
機
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
す
で
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
、
統
合
に

よ
る
弊
害
が
現
わ
れ
、
行
き
過
ぎ
た
統
合
を
解
消
し
つ
つ
選
択
的
統
合
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。

支
払
い
の
側
で
も
、
同
様
の
動
き
が
見
ら
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代
、
保
険
会
社
は
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
市
場
の
大
き
さ
に
着
目
し
、

多
額
の
投
資
を
行
っ
た
。
大
き
な
保
険
会
社
が
各
地
の
保
険
会
社
を
買
収
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
急
速
に
全
国
規
模
へ
拡
大
し
て
い
っ

た
。
し
か
し
、
多
様
な
地
域
に
多
様
な
組
織
が
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
き
た
医
療
市
場
に
お
い
て
は
、
組
織
の
拡
大
に
は
、
官

僚
組
織
の
肥
大
化
に
よ
る
運
営
効
率
性
の
低
下
、
内
部
的
な
対
立
の
残
存
、
組
織
内
の
適
切
な
資
源
配
分
の
困
難
な
ど
の
問
題
が
伴

う
。
一
九
九
〇
年
代
末
に
は
保
険
会
社
の
撤
退
が
相
次
い
だ
。
そ
れ
で
も
、
病
院
と
保
険
会
社
を
巻
き
込
ん
だ
統
合
の
動
き
は
続
い
て

お
り
、
市
場
の
再
編
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
独
占
禁
止
法
な
ど
の
法
的
観
点
か
ら
も
目
の
離
せ
な
い
状
況
が
続
い
て

65
）

い
る
。

政
治
の
面
で
は
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
に
よ
る
医
療
に
対
す
る
制
約
の
問
題
が
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
州
議
会
で
も
連
邦
議
会

で
も
取
り
ざ
た
さ
れ
る
よ
う
に
な

66
）

っ
た
。
多
く
の
州
で
は
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
の
医
療
費
抑
制
策
か
ら
消
費
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
う

た
っ
た
「
患
者
権
利
法
」
が
成
立
し
た
。
連
邦
議
会
で
も
同
じ
趣
旨
の
法
案
が
民
主
党
か
ら
提
案
さ
れ
た
が
、
成
立
に
は
至
ら
な
か

67
）

っ
た
。

ア
メ
リ
カ
医
師
会
は
、
自
ら
を
「
患
者
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
」
と
位
置
付
け
、「
患
者
権
利
法
」
を
支
持
し
て
い
る
。
同
法
を
根
拠
に
、

保
険
会
社
を
医
療
過
誤
で
訴
え
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
医
師
会
に
よ
る
民
主
党
支
持
は
、
普
段
の
ア

メ
リ
カ
医
師
会
が
、
不
法
行
為
に
よ
る
医
療
過
誤
訴
訟
の
抑
制
を
目
指
す
共
和
党
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
異
例
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
全
米
病
院
協
会
は
、「
患
者
権
利
法
」
に
は
消
極
的
な
姿
勢
を
維
持
し
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
病
院
自
ら
が
保
険

業
に
進
出
し
、
自
ら
Ｈ
Ｍ
Ｏ
を
運
営
し
た
い
と
い
う
思
惑
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
経
緯
か
ら
、
全
米
病
院
協
会
は
「
患
者
権
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利
法
」
案
に
関
し
て
は
共
和
党
を
支
持
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
全
米
病
院
協
会
が
場
合
に
よ
っ
て
民
主
党
を
支
持
し
て
き
た
経
緯
か

ら
す
る
と
や
や
ね
じ
れ
て
い
る
。

57
）

V
icto

r R
.
F
u
ch
s
&
E
zek

iel J.
E
m
a
n
u
el,

H
ealth

 
C
are R

eform
:
W
h
y,
W
h
at,

W
h
en
?
,
24
(6)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
1399,

1400
(2006).

58
）

ビ
ッ
グ
ス
リ
ー
の
医
療
保
険
制
度
で
は
、
医
療
費
の
従
業
員
負
担
が
約
一
〇
％
で
、
こ
の
割
合
は
ア
メ
リ
カ
産
業
界
平
均
の
三
〇
％
強
、
ト
ヨ
タ
の
二
五
％
と
比
べ

て
大
幅
に
低
く
、
そ
の
分
大
き
な
会
社
負
担
に
よ
り
、
競
争
力
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
七
年
四
月
二
日
朝
刊
。

59
）

た
だ
し
、
ウ
ォ
ル
マ
ー
ト
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
法
は
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
り
、
連
邦
法
（
後
掲
注
（
60
）
のE

R
IS
A

法
）
に
反
す
る
と
し
て

無
効
と
さ
れ
た
。R

eta
il In

d
u
s.
L
ea
d
ers A

ss’n v
.
F
ield

er,
475

F
.
3d

180
(4th C

ir.
2007).

S
ee also

,
A
d
a
m
 
N
a
g
o
u
rn
ey

&
M
ich

a
el B

a
rb
a
ro
,
E
ye

 
on
 
E
lection

,
D
em
ocrats R

u
n
 
as
 
W
al -

M
art F

oe
,
N
.Y
.
T
IM
E
S ,
A
u
g
.
16,

2006,
a
t A

1.

60
）

E
m
p
lo
y
ee R

etirem
en
t In

co
m
e S

ecu
rity A

ct
(E
R
IS
A
),
29
U
.S
.C
.
1144(a

).

61
）

た
だ
し
、
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
と
い
う
概
念
の
混
乱
を
指
摘
す
るJa

co
b S

.
H
a
ck
er
&
T
h
eo
d
o
re R

.
M
a
rm
o
r,
H
ow
 
N
ot to

 
T
h
in
k
 
abou

t
“
M
an
aged

 
C
are

,”
32
U
.
M

IC
H
 J.L

.
R
E
F .
661

(1999）

が
参
考
に
な
る
。

62
）

一
九
九
二
年
に
は
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
へ
の
加
入
は
四
〇
〇
万
人
、
Ｐ
Ｐ
Ｏ

p
referred

 
p
ro
v
id
er o

rg
a
n
iza

tio
n
s

）
へ
の
加
入
は
五
〇
〇
万
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、
わ

ず
か
三
年
後
の
一
九
九
五
年
に
は
、
Ｈ
Ｍ
Ｏ
は
六
〇
〇
万
人
、
Ｐ
Ｐ
Ｏ
が
九
〇
〇
万
へ
と
増
加
し
た
。O

B
E
R
L
A
N
D
E
R
,
su
pra n

o
te
5,
a
t
169.

63
）

P
eter J.

H
a
m
m
er
&
W
illia

m
 
M
.
S
a
g
e,
C
ritical Issu

es in
 
H
ospital A

n
titru

st L
aw
,
22
(6)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
88,

97
(2003).

64
）

Ja
m
es C

.
Jo
h
n
so
n
,
T
h
e F

u
tu
re of

 
M
an
aged

 
C
are O

rgan
ization

,
18
(2)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
7
(1999);

G
in
sb
u
rg
,
su
pra n

o
te
53.

65
）

全
米
医
師
会
は
二
〇
〇
六
年
四
月
、
医
療
保
険
会
社
が
全
米
各
地
で
ほ
ぼ
独
占
に
近
い
状
態
に
ま
で
達
し
て
い
る
、
と
す
る
調
査
を
発
表
し
、
司
法
省
の
介
入
を
促

し
た
。A

M
E
R
IC
A
N
 M

E
D
IC
A
L
 A

S
S
O
C
IA
T
IO
N
,
C
O
M
P
E
T
IT
IO
N
 
IN
 H

E
A
L
T
H
 I
N
S
U
R
A
N
C
E :
A
 
C
O
M
P
R
E
H
E
N
S
IV
E
 S
T
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66
）

李
啓
充
『
ア
メ
リ
カ
医
療
の
光
と
影：

医
療
過
誤
防
止
か
ら
マ
ネ
ジ
ド
ケ
ア
ま
で
』（
二
〇
〇
〇
）
二
三
四

三
五
頁
、G

in
sb
u
rg
,
su
pra n

o
te
53
a
t
1516.

67
）

M
cC
a
in
-E
d
w
a
rd
s -K

en
n
ed
y P

a
tien

ts’B
ill o

f R
ig
h
ts,

S
.
1052,

107th C
o
n
g
.
(2001).
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八

終

わ

り

に

本
稿
で
概
観
し
た
ア
メ
リ
カ
医
療
法
制
か
ら
、
い
か
な
る
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
法

制
に
み
ら
れ
る
特
徴
を
押
さ
え
た
上
で
、
日
本
の
こ
れ
ま
で
の
常
識
を
捉
え
な
お
す
こ
と
を
試
み
る
。

１

ア
メ
リ
カ
法
制
の
特
徴

日
本
法
と
比
較
し
て
ア
メ
リ
カ
法
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
一
般
的
な
特
徴
と
し
て
、
三
点
ほ
ど
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
点
は
、
政
府
が
小
さ
い
こ
と
、
そ
し
て
大
き
い
政
府
に
対
し
根
深
い
疑
い
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
未
だ
に

国
民
皆
保
険
は
実
現
し
て
い
な
い
。
病
院
の
免
許
に
か
か
る
審
査
に
お
い
て
、
政
府
は
実
質
的
に
権
限
を
病
院
と
医
師
か
ら
な
る
自
治

組
織
に
委
ね
て
い
る
。
政
府
に
よ
る
医
療
の
供
給
量
規
制
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
政
府
に
財
政
的
・
技
術
的
基

盤
が
欠
け
て
い
た
面
も
あ
る
が
、
同
時
に
こ
う
い
っ
た
基
盤
を
政
府
に
与
え
る
こ
と
を
警
戒
す
る
態
度
も
広
く
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

政
府
が
小
さ
い
こ
と
は
、
政
府
が
無
力
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
州
の
司
法
長
官
に
は
、
非
営
利
法
人
の
取
引
に
介
入

し
た
り
、
取
引
の
妥
当
性
を
裁
判
所
が
判
断
し
て
承
認
を
与
え
た
り
す
る
強
い
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
医
療
が
政
治
問
題
化
す
る

に
つ
れ
、
こ
の
局
面
で
の
政
府
の
役
割
は
さ
ら
に
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

第
二
点
が
、
多
く
の
局
面
で
多
様
な
選
択
肢
間
で
競
争
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
医
師
は
病
院
を
選
び
、
病
院
は
医
師
を
選

び
、
そ
れ
ぞ
れ
競
争
し
て
い
る
。
病
院
を
設
立
す
る
に
し
て
も
、
多
様
な
設
立
形
態
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
利
点
を
考
え
つ
つ
選
択
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
非
営
利
病
院
で
あ
っ
て
も
、
他
の
設
立
形
態
を
取
っ
た
病
院
と
そ
の
存
在
意
義
を
か
け
て
競
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

医
療
費
の
高
騰
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
、
病
院
側
と
保
険
会
社
側
と
は
、
互
い
に
医
療
費
の
支
払
い
へ
の
影
響
力
を
か
け
て
競
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
競
争
す
る
当
事
者
は
独
占
利
益
を
目
指
し
て
お
り
、
実
際
に
独
占
が
成
立
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
同
時
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に
、
独
占
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
警
戒
し
許
さ
な
い
圧
力
が
、
市
場
と
政
治
の
両
面
で
働
く
。
巨
大
な
病
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
保
険
会

社
は
、
医
療
の
市
場
を
支
配
し
た
か
に
見
え
た
と
き
も
、
医
療
の
地
域
性
や
複
雑
さ
を
無
視
し
、
患
者
の
選
択
肢
を
奪
っ
た
が
ゆ
え

に
、
支
配
力
を
失
っ
て
い
っ
た
。
病
院
も
保
険
会
社
も
、
統
合
の
解
消
と
と
も
に
、
選
択
的
統
合
を
進
め
る
道
を
選
ん
だ
。

第
三
点
が
、
権
力
の
分
散
な
い
し
抑

制

と

均

衡

チェック・アンド・バランス
）
の
理
念
で

68
）

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
病
院
で
医
師
が
患
者
を
診
る
と
い
う
場

面
で
さ
え
、
互
い
に
独
立
性
を
も
っ
た
病
院
と
医
師
が
対
峙
し
て
い
た
。
ま
た
、
患
者
が
診
断
を
受
け
支
払
い
を
す
る
と
い
う
局
面
で

も
、
支
払
い
側
（
保
険
会
社
の
マ
ネ
ジ
ド
・
ケ
ア
）
と
医
療
提
供
側
（
医
師
と
病
院
）
が
互
い
に
患
者
の
別
個
の
利
益
を
体
現
し
つ
つ
対

峙
し
て
い
た
。
ま
た
、
医
療
を
担
う
病
院
を
経
営
者
が
健
全
に
運
営
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
営
利
法
人
で
は
株
主
が
、
非
営
利
法

人
で
は
州
の
司
法
長
官
が
目
を
光
ら
せ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
重
要
な
利
益
や
公
益
に
関
わ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
医
療

法
制
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
利
害
の
対
峙
を
発
生
さ
せ
、
互
い
に
抑
制
を
図
っ
て
い
た
。

以
上
の
三
点
は
、
少
数
の
有
力
者
に
よ
る
独
占
的
支
配
や
不
透
明
な
権
限
の
行
使
を
警
戒
す
る
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
法
の
根
底
に
あ

る
発
想
を
別
々
の
角
度
か
ら
表
現
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
に
独
占
的
支
配
者
や
権
限
濫
用
が
な
い
と
は
到

底
い
え
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
ア
メ
リ
カ
法
は
、
ど
の
代
理
（a

g
en
t

）
が
誰
の
利
益
を
体
現
し
て
い
る
の
か
、
本
人
（p

rin
cip
a
l

）

は
誰
か
、
実
際
に
は
代
理
人
は
自
己
利
益
を
追
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
考
す
る
。
そ
し
て
、
代
理
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
機
関
や

機
会
を
設
け
る
こ
と
に
関
心
を
注
ぐ
。
こ
の
発
想
は
、
国
民
の
権
力
（
国
政
）
を
信
託
さ
れ
た
国
の
権
力
を
、
三
つ
に
分
割
し
て
互
い

に
抑
制
均
衡
さ
せ
る
三
権
分
立
の
理
念
に
通
じ
る
。
本
稿
で
浮
か
び
上
が
っ
た
、
衝
突
と
対
立
に
満
ち
た
ア
メ
リ
カ
の
医
療
法
制
は
、

良
い
意
味
で
も
悪
い
意
味
で
も
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え

69
）

よ
う
。

２

日
本
の
常
識
再
考

ア
メ
リ
カ
の
医
療
法
制
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
学
べ
る
か
。
三
点
に
ま
と
め
て
み
る
。
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第
一
が
、
公
益
性
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
と
多
義
性
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
病
院
の
慈
善
事
業
的
性
格
が
薄
れ
る
中
、
非
営
利

病
院
が
免
税
を
受
け
る
要
件
の
判
断
基
準
は
変
遷
を
示
し
、
州
に
よ
っ
て
は
異
な
る
判
断
基
準
を
課
し
て
い
た
。
近
年
は
、
非
営
利
病

院
へ
の
免
税
制
度
そ
の
も
の
の
是
非
ま
で
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

逆
に
際
立
つ
の
が
、
公
益
性
の
危
う
さ
と
、
公
益
の
陰
で
私
益
を
図
る
動
き
を
阻
止
す
る
こ
と
の
重
要
性
だ
っ
た
。
内
国
歳
入
庁

は
、
非
営
利
病
院
の
財
産
を
契
約
な
ど
に
よ
り
分
配
し
な
い
か
実
質
的
に
判
断
し
て
い
た
。
ま
た
、
免
税
を
受
け
る
非
営
利
病
院
の
経

営
に
は
、
地
域
社
会
の
代
表
の
参
加
が
求
め
ら
れ
、
病
院
の
関
係
者
や
医
師
に
よ
る
支
配
も
禁
じ
ら
れ
る
。
非
営
利
病
院
に
お
け
る
利

益
相
反
に
は
、
選
挙
で
選
ば
れ
る
司
法
長
官
が
介
入
し
、
裁
判
所
が
公
正
性
を
判
断
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
公
共

性
の
担
い
手
は
、
文
字
通
り
地
域
社
会
を
代
表
し
、
医
療
専
門
家
の
利
害
と
は
距
離
を
置
く
人
々
だ
っ
た
。
最
終
的
な
判
断
は
、
法
廷

と
い
う
公
開
の
場
に
委
ね
ら
れ
る
。
何
ら
か
の
形
で
公
益
性
を
観
念
す
る
以
上
、
そ
れ
を
守
る
制
度
に
は
裏
づ
け
が
必
要
で
あ
り
、
公

共
性
を
地
域
社
会
と
の
関
係
で
定
義

70
）

す
る
以
上
、
制
度
的
に
地
域
社
会
と
つ
な
ぐ
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
で
わ
が
国
の
制
度
が
十
分

か
、
十
分
に
機
能
す
る
か
、
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
に
、
非
営
利
性
な
い
し
公
益
性
と
採
算
性
と
が
、
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
で

71
）

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
非
営
利
病
院
は
、
医
療

の
市
場
に
お
け
る
競
争
が
激
化
し
、
医
療
費
の
負
担
が
市
民
に
の
し
か
か
る
今
日
こ
そ
、
地
域
社
会
の
必
要
と
す
る
医
療
を
提
供
す
る

た
め
、
戦
略
的
な
病
院
経
営
を
追
求
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
採
算
が
と
れ
な
け
れ
ば
、
慈
善
的
な
医
療
を
提
供
で
き
な
い
の

は
、
ア
メ
リ
カ
に
限
っ
た
こ
と
で
も
営
利
病
院
に
限
っ
た
こ
と
で
も
な
い
。
わ
が
国
で
も
、
こ
れ
ま
で
医
療
提
供
者
が
採
算
性
か
ら
自

由
だ
っ

72
）

た
か
、
民
間
非
営
利
部
門
が
必
然
的
に
「
自
由
で
自
発
的
」
な
「
公
益
的
活
動
」
を

73
）

行
う
と
素
朴
に
信
じ
て
よ
い
か
は
、
決
し

て
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
病
院
の
採
算
性
と
非
営
利
性
や
公
共
性
を
安
直
に
結
ん
だ
楽
観
論
も
悲
観
論
も
考
え
直
す

必
要
が
あ
る
。
病
院
に
認
め
る
べ
き
資
金
や
資
本
の
調
達
手
法
に
関
す
る
議
論
と
、
費
用
と
支
払
い
の
つ
り
あ
わ
な
い
医
療
の
提
供
を

必
要
な
分
野
で
促
進
す
る
た
め
の
政
策
論
争
と
が
、
混
同
も
す
り
替
え
も
な
く
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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最
後
に
、
医
療
制
度
に
関
わ
る
理
念
と
現
実
と
を
明
確
に
関
連
づ
け
、
実
の
あ
る
制
度
設
計
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
制

度
を
日
本
に
直
輸
入
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
の
現
実
と
法
制
度
や
法
理
念
と
の
関
係
を
観
察
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
有
益

な
分
析
枠
組
み
が
得
ら
れ
る
。
日
本
で
は
、
異
な
る
主
体
が
異
な
る
利
益
を
体
現
し
て
争
う
こ
と
が
、
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
熾
烈
に
は
行
わ

れ
な
い
。
患
者
は
医
師
の
経
営
す
る
病
院
で
診
察
を
受
け
る
。
医
療
保
険
で
支
払
わ
れ
る
医
療
費
の
決
定
に
は
、
医
療
関
係
者
が
関
与

す
る
。
日
本
医
師
会
は
、
戦
後
日
本
の
国
政
を
ほ
ぼ
一
貫
し
て
担
っ
て
き
た
自
由
民
主
党
と
関
係
を
維
持
し
て
き
た
。
し
か
し
、
利
害

の
対
立
が
隠
れ
て
い
る
日
本
で
こ
そ
、
ど
の
よ
う
な
利
益
が
対
立
し
、
誰
が
こ
う
い
っ
た
利
益
を
扱
い
、
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
利
益

が
悪
用
さ
れ
や
す
い
か
、
明
晰
な
分
析
が
必
要
に
な
る
。
公
益
が
ど
の
よ
う
な
利
益
か
ら
な
る
か
明
ら
か
に
し
、
公
益
を
掲
げ
つ
つ
裏

で
私
益
を
追
う
者
を
抑
止
す
る
制
度
を
確
立
し
て
初
め
て
、
真
に
国
民
の
た
め
の
医
療
が
第
一
歩
を
ふ
み
出
す
と
い
え
よ
う
。

68
）

例
え
ば
、
李
・
前
掲
注
（
66
）、
二
三
六
頁
参
照
。

69
）

Jo
h
n K

.
Ig
leh

a
rt,

T
h
e B

u
sin
ess of H

ealth
 
in
 
a F

ree
-
W
h
eelin

g D
em
ocracy

,
19
(1)

H
E
A
L
T
H
 A

F
F
A
IR
S
6
(2000).

70
）

平
成
一
八
年
医
療
法
改
正
で
は
、
新
た
に
以
下
の
よ
う
な
規
定
が
加
え
ら
れ
た
。「
第
四
〇
条
の
二

医
療
法
人
は
、
自
主
的
に
そ
の
運
営
基
盤
の
強
化
を
図
る
と

と
も
に
、
そ
の
提
供
す
る
医
療
の
質
の
向
上
及
び
そ
の
運
営
の
透
明
性
の
確
保
を
図
り
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
医
療
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
の
役
割
を
積
極
的
に
果
た

す
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

71
）

例
え
ば
「
医
療
法
人
制
度
改
革
の
考
え
方
」
二
頁
参
照
。「
株
主
が
求
め
る
高
い
収
益
率
を
追
求
す
る
な
ど
採
算
性
が
厳
し
く
求
め
ら
れ
る
民
間
営
利
部
門
で
は
、

国
民
が
求
め
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
の
ニ
ー
ズ
に
十
分
対
応
で
き
な
い
た
め
、
個
人
や
法
人
の
自
由
で
自
発
的
な
民
間
非
営
利
部
門
に
よ
る
公
益
的
活

動
が
果
た
す
役
割
と
そ
の
発
展
を
図
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。」

72
）

看
護
師
の
人
数
を
従
来
よ
り
も
手
厚
く
配
置
す
れ
ば
多
く
の
診
療
報
酬
が
受
け
取
れ
る
よ
う
に
す
る
二
〇
〇
六
年
四
月
の
診
療
報
酬
改
定
に
対
し
、
日
本
の
医
療
法

人
は
看
護
職
員
採
用
予
定
数
を
大
幅
に
増
し
、
迅
速
に
対
応
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
小
や
地
方
の
病
院
が
破
綻
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
地
方
や
地
域
で
の
医
療
が
崩

壊
し
か
ね
な
い
、
と
の
報
道
も
さ
れ
て
い
る
。「
看
護
師
本
当
に
不
足
？
｜
｜
診
療
報
酬
改
定
で
偏
在
進
む
（
社
会
保
障
ミ
ス
テ
リ
ー
）」
日
本
経
済
新
聞
二
〇
〇
六
年
一

二
月
四
日
付
夕
刊
一
四
頁
。

73
）

前
掲
注
（
71
）
参
照
。

〔
付

記
〕

本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
「
医
療
法
人
研
究
会
」
で
の
報
告
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
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る
。
本
稿
の
内
容
も
、
研
究
会
で
の
討
論
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
弁
護
士
法
人
キ
ャ
ス
ト
糸
賀
の
瓜
生
健
太
郎
氏
と
本
学
法
学
部
の
早

川
吉
尚
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
医
療
を
取
り
巻
く
諸
問
題
に
つ
い
て
情
報
提
供
し
て

く
だ
さ
っ
た
三
井
物
産
株
式
会
社
の
空
岡
一
平
氏
と
櫻
井
敏
治
氏
に
、
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
稿
の
内
容
、
と

り
わ
け
無
理
解
や
誤
解
の
責
は
、
す
べ
て
筆
者
に
帰
せ
ら
れ
る
。
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